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             主         文 

１ 原告らの請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告らの負担とする。  

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 5 

１ 原告らと被告との間に，別紙１「労働契約一覧」記載の各労働契約が存在す

ることを確認する。 

２ 被告は，原告らに対し，平成２９年４月１日から本判決確定の日まで，毎月

末日限り，別紙１「労働契約一覧」の各賃金欄記載の金員をそれぞれ支払え。 

第２ 事案の概要 10 

   本件は，被告との間で業務請負契約を締結した会社の労働者として被告の伊

丹工場で製品の製造業務に従事していた原告らが，被告に対し，労働者派遣事

業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（ただし，平成２

４年法律第２７号による改正後のもの。以下「労働者派遣法」という。）４０

条の６第１項５号，同項柱書に基づき，原告らと被告との間に別紙１「労働契15 

約一覧」記載の各労働契約が存在することの確認及び平成２９年４月１日から

本判決確定の日まで，毎月末日限り，別紙１「労働契約一覧」の各賃金欄記載

の賃金の支払を求める事案である。 

１ 前提となる事実（証拠等を掲記しない事実は，当事者間に争いがないか，当

裁判所に顕著である。） 20 

⑴ 当事者 

ア 被告及び有限会社ライフ・イズ・アート 

 被告は，大正８年１１月１７日に設立された，ビニールタイル等の各

種床材，カーペット等の各種床敷物の製造，販売等を目的とする資本金

６８億５５８６万３７２９円の株式会社であり，兵庫県伊丹市内に本社25 

及び工場を設けており，東京証券取引所第一部に上場している。  
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  被告の伊丹工場（以下「伊丹工場」という。）の工場長は，平成２４

年４月頃から平成２９年３月までの間，Ｆ工場長であった（乙２１，２

２）。 

  伊丹工場には多くの工程があり（甲９５，証人Ｆ），そのうち，原告

らが従事したのは巾木工程（巾木（床と壁の継ぎ目で壁の最下部に取り5 

付ける細長い横板）の製造及び検査であり，以下，単に「巾木工程」と

いう。）と化成品工程（床材の接着剤の製造（調合，容器への充填）で

あり，以下，単に「化成品工程」という。）である。 

   有限会社ライフ・イズ・アート（以下「ライフ社」という。）は，平

成１０年６月９日に設立された，幅木（巾木），床材の製造の請負業務10 

等を目的とする特例有限会社であり，代表者取締役はＬ社長である（甲

２）。 

   被告とライフ社との間には，資本関係や役員の兼任等の人的関係はな

い。 

 イ 原告ら 15 

   原告Ａ 

    原告Ａは，平成１２年７月末頃，ライフ社に入社し，平成２３年９月

までの間，復退職を繰り返しながら巾木工程に従事し，平成２７年５月

１１日に復職した後も巾木工程に従事し，同年８月，主任に昇格した（甲

３の１，８９，９４，原告Ａ本人）。 20 

 原告Ｂ 

原告Ｂは，平成１２年８月１日，ライフ社に入社し，巾木工程に従事

していた（甲９０）。 

     原告Ｃ 

      原告Ｃは，平成２５年９月１３日，ライフ社に入社し，巾木工程に従25 

事していた（甲３の２，９１）。 
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     原告Ｄ 

      原告Ｄは，平成１０年１１月２０日，ライフ社に入社し，平成１１年

１月末頃から巾木工程に従事し，平成１２年５月，主任に昇格したが，

平成２７年８月頃，主任から降格された（甲３の３，９２，９５，原告

Ｄ本人）。 5 

     原告Ｅ 

      原告Ｅは，平成１１年１月１９日，ライフ社に入社し，巾木工程に従

事していたが，平成２７年５月から化成品工程に従事するようになった

（甲３の４，９３，９６，原告Ｅ本人）。 

⑵ 被告とライフ社との間の業務請負契約 10 

 ア 巾木製造及び加工に関する業務請負契約 

 被告は，平成１１年３月３０日，ライフ社との間で，巾木製造・加工に

関し，要旨別紙２「業務請負契約」の内容の業務請負基本契約を締結し

た（乙１８）。 

   被告は，平成１９年４月１日，ライフ社との間で，上記 と同内容の15 

業務請負基本契約を締結した（乙１）。 

 被告は，平成２８年４月１日，ライフ社との間で，上記 の業務請負

基本契約に基づく覚書を以下のとおり改訂するとの内容の業務請負覚書

を取り交わした（甲１７，以下，上記覚書も含む被告とライフ社との間

の巾木製造及び加工に関する業務請負契約を「本件業務請負契約１」と20 

いう。）。 

請負業務の内容 巾木製造・加工 

請負期間 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

請負金額 月額５４３万２０００円（消費税別） 

請負数量 別途，被告及びライフ社間の協議の上定める。 25 

業務遂行場所 被告の事業所内の巾木工程 
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イ 接着剤製造及び加工に関する業務請負契約 

 被告は，平成２２年８月１日，ライフ社との間で，接着剤製造・加工

に関し，上記ア と同内容（ただし，２条１項を接着剤製造・加工の業

務とするもの）の業務請負基本契約を締結した（甲１５）。 

   被告は，平成２８年４月１日，ライフ社との間で，上記 の業務請負5 

契約に基づく覚書を以下のとおり改訂するとの内容の業務請負覚書を取

り交わした（甲１８，以下，上記覚書も含む被告とライフ社との接着剤

製造及び加工に関する業務請負契約を「本件業務請負契約２」という。）。 

請負業務の内容 接着剤製造・加工 

請負期間 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 10 

請負金額 月額１２５万６０００円（消費税別） 

請負数量 別途，被告及びライフ社間の協議の上定める。 

業務遂行場所 被告の事業所内の化成品工程 

⑶ 労働者派遣法４０条の６の定め 

  労働者派遣法４０条の６第１項は，労働者の役務の提供を受ける者が，同15 

項１号から５号までの各号のいずれかに該当する行為を行った場合には，そ

の時点において，当該労働者の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に

係る派遣労働者に対し，その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と

同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす規定で，

同項５号は，「この法律又は次節の規定により適用される法律の規定の適用20 

を免れる目的で，請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し，第２６

条第１項各号に掲げる事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けるこ

と」と定めている（以下，同項５号の要件のうち，上記目的を「偽装請負等

の目的」，請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し，上記のとおり

役務提供を受けることを「偽装請負等の状態」という。）。 25 

  同条の６は，平成２４年法律第２７号により新設され，平成２７年１０月
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１日に施行された。 

  ⑷ ライフ社と被告との間の労働者派遣契約の締結等 

    ライフ社は，本件業務請負契約１について平成２９年２月２８日をもって

終了させることとし，同年３月１日，被告との間で，派遣先を伊丹工場，業

務内容を巾木工程製造作業，派遣期間を同日から同月３０日までとする労働5 

者派遣個別契約を締結し，原告Ｄ，原告Ｂ，原告Ｃ及び原告Ａを含む１２名

を巾木工程に派遣した（甲２３の１～４，乙１５の１～１２，弁論の全趣旨）。 

一方，本件業務請負契約２は，同月３１日まで継続し，同日をもって終了

した（弁論の全趣旨）。 

これに伴い，原告らは，ライフ社から，同月３０日限りで他の従業員らと10 

ともに整理解雇された（甲２４の１～５）。 

⑸ 原告らの直接雇用の申込みを承諾するとの意思表示等 

原告Ａ，原告Ｂ，原告Ｃ及び原告Ｄは平成２９年３月２１日，原告Ｅは同

年８月２８日，被告に対し，本件業務請負契約１・２が労働者派遣法４０条

の６第１項５号に該当するとして，被告からの直接雇用の申込みを承諾する15 

との意思表示をした。 

    平成２７年１２月１６日から平成２９年３月頃までの間の原告らの労働条

件は，別紙３「平成２９年３月頃までの労働契約一覧」のとおりであった（甲

３の１～４，８５，なお，原告Ｂに関する労働契約書が提出されていないが，

弁論の全趣旨により，その余の原告らと同水準にあったものと認めることが20 

できる。）。 

  ⑹ 関連紛争等 

    原告らは，平成２７年８月２３日，連合兵庫ユニオンＬ．Ｉ．Ａ労働組合

（以下「ライフ社労組」という。）を設立した。平成２９年３月２０日時点

で，ライフ社労組の組合員は１６名であった。 25 

    株式会社シグマテック（以下「シグマ社」という。）は，平成２９年４月
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１日から巾木工程及び化成品工程に労働者を派遣することになり，原告らを

含むライフ社の従業員と採用面接した。その後，上記１６名のうち，原告ら

を除く１１名がライフ社労組を脱退し，シグマ社に採用されたが，原告らは

採用されなかった。 

ライフ社労組は，その後，兵庫県労働委員会に，被告及びシグマ社を被申5 

立人として不当労働行為の救済申立てをしたところ，同委員会は，平成３１

年４月２５日，シグマ社に対し，原告らを平成２９年３月２０日の面接時に

提示した条件で同年４月１日に採用したものとして取り扱うこと等を命じた

が，被告に対する申立てを棄却した。 

（以上につき，甲２２，乙２１，弁論の全趣旨） 10 

２ 争点     

⑴ 巾木工程及び化成品工程は，遅くとも平成２９年３月頃には偽装請負等の

状態にあったか（争点１） 

⑵ 被告には偽装請負等の目的があったか（争点２） 

３ 争点に対する当事者の主張  15 

⑴ 争点１（巾木工程及び化成品工程は，遅くとも平成２９年３月頃には偽装

請負等の状態にあったか）について 

 （原告らの主張） 

  以下の事実に照らすと，巾木工程及び化成品工程は，遅くとも平成２９年

３月頃には偽装請負等の状態にあったというべきである。 20 

ア 業務遂行の状況等 

 平成２６年頃までの状況 

ａ 巾木工程 

平成１１年頃，ライフ社の従業員は，被告の従業員と同じ更衣室や

ロッカーを使用し，被告から支給された被告の従業員と同じ制服を着25 

用し，被告の従業員と混在して就労していたが，平成１３年頃までに
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はその混在状況は解消された。しかし，被告の特定の従業員が常勤主

任を務め，ライフ社の従業員に対し，指導教育を行っていた。上記従

業員は，平成２２年頃，プリント巾木工程に異動して巾木工程の常勤

主任から外れたが，平成２６年頃まで，ライフ社の巾木工程の従業員

に対し，指導や業務上の指示を行っていた。 5 

平成２５年頃以降，伊丹工場製造課のＧが巾木工程の担当となり，

ライフ社の巾木工程の従業員に対し，直接業務上の指示命令を行って

いた。 

また，巾木工程は，プリント巾木工程と隣接し，プリント巾木の資

材及び備品は，巾木工程の作業場内に保管され，巾木工程とプリント10 

巾木工程は，資材置き場，フォークリフトや荷物用エレベーターを共

用している。巾木工程は，プリント巾木工程から製品の不具合につい

て直接指示を受けて製品の仕上がりについて調整され，共同で製品を

製造していた。 

ｂ 化成品工程  15 

平成２２年頃まで，ライフ社の従業員は，被告の従業員と混在して

就労していた。 

     ｃ 小括 

上記のように，被告は，永年，巾木工程及び化成品工程を違法な労

働者派遣で行っていた。 20 

 受発注，受発注の変更，納品等  

     ａ 巾木工程 

   ⒜ 受発注，受発注の変更     

伊丹工場生産管理部は，巾木工程に対し，翌週の「巾木生産予定

表」（生産予定数，ラインの稼働時間や品種の生産の順番を記載し25 

たもの）を社内メールで送信し，ライフ社は，これを受けて「巾木
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工程週間製造日程表」（乙４）を作成し，同部に提出する。しかし，

これは，被告から示された製造依頼書（乙２）に基づきその順番を

入れ替えるだけである。すなわち，製品の各色番の製作本数，生産

総量はあらかじめ伊丹工場生産管理部で決められており，上記日程

表は，ライフ社の従業員が色の順番を決めて１日ごとに振り分ける5 

作業であり，ライフ社の材料や人員の都合で変わるものではなく，

単にライフ社の作業手順を決めたものにすぎない。ライフ社が一旦

提出した上記日程表はＧの確認が必要で，Ｇから一方的に修正され

ることがあり（甲６８），ライフ社が独自の判断で作成したもので

はなかった。 10 

また，巾木の製造について，伊丹工場生産管理部から巾木工程に

対し，少なくとも週に２，３回，製作変更指示が電話でなされ，ラ

イフ社の巾木工程のＨ常勤主任が対応し，Ｈ常勤主任の不在時には

ライフ社の従業員が対応し，その後に「巾木ライン変更・追加依頼

書」（乙１０）が伊丹工場生産管理部から送られた。  15 

      ⒝ 納品 

巾木工程では，製品製造後，ライフ社の従業員が，被告の社内コ

ンピュータシステムに組み込まれた被告のパソコン端末に指図書

番号，生産本数等を入力すると，「製品カード」「受入伝票」が自

動的にプリントアウトされる仕組みになっていた。これは，伊丹工20 

場の巾木工程以外の工程と同じ書式であり，しかも，巾木工程のも

のはプリント巾木工程のものと同じ場所で保管されており，被告と

ライフ社との間で独自の納品検収等の手続は存在しなかった。  

        このように，巾木工程は，伊丹工場に組み込まれ，被告の指揮命

令下にあった。 25 

     ｂ 化成品工程 
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      ⒜ 受発注，受発注の変更        

伊丹工場生産管理部は，１週間分の「製造依頼書」（乙３）を作

成し，伊丹工場製造課を通じてライフ社の化成品工程の従業員に交

付し，ライフ社の化成品工程の従業員が「化成品工程週間製造日程

表」（乙５）を作成していた。もっとも，上記日程表の内容は製造5 

依頼書のままであり，ライフ社の化成品工程の従業員は，被告が備

え付けたパソコンにより被告の書式に従い，製造依頼書のとおり上

記日程表を作成していた。 

また，被告は，事後的に製造内容を変更する場合，化成品工程に

対し，「化成品ライン変更・追加依頼書」（乙９）を一方的に送り，10 

被告が変更の対象製品，個数，製造時期等を決めていた。  

      ⒝ 納品 

ライフ社の化成品工程の従業員は，製品製造後，製品を被告の他

の製品も保管されている保管場所へ運び，巾木工程と同様に被告の

パソコン端末に指図書番号，生産本数等を入力し，出力された「製15 

品カード」「受入伝票」を特定の場所に置き，翌朝，配送センター

がこれらの書類を引き上げ，伊丹工場の他の工程と同様に配送伝票

で処理しており，被告とライフ社との間で独自の納品手続は存在し

なかった。 

このように化成品工程も，伊丹工場に組み込まれ，被告の指揮命20 

令下にあった。 

    原材料の在庫管理等 

    ａ 巾木工程 

    巾木の原材料は，被告から供給されており，ライフ社から伊丹工場

製造課に発注するものと，被告のシステム上で自動的に発注されるも25 

のがあった。原材料の在庫管理はすべて被告のシステムで管理されて
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おり，巾木工程の従業員が，被告の製造依頼書に基づいて製作数量と

材料使用量を被告のパソコンに入力すると，自動的に在庫量を基に発

注量が計算されていた。また，巾木工程と伊丹工場ＭＶ工程（ビニー

ル床タイル製造）の共用の原材料は，ＭＶ工程が管理していた。 

      このように，巾木工程の原材料の調達，管理は，ライフ社が被告か5 

ら独立して行っておらず，被告が行っていた。 

    ｂ 化成品工程 

       化成品工程の原材料も被告から供給されており，化成品工程とＭＶ

工程との共用の原材料はＭＶ工程が管理しており，化成品工程の従業

員は，原材料の在庫がなくなると，被告の「社内引渡伝票」に記入し10 

て，ＭＶ工程まで取りに行った。  

このように化成品工程でも，原材料の調達，管理は，ライフ社が被

告から独立して行っておらず，被告が行っていた。 

    被告の従業員による業務の遂行に関する指示等 

   ａ 巾木工程  15 

       巾木工程においては，Ｇや伊丹工場品質管理課のＩが巾木現場内を

日常的にチェックし，製品に問題があると判断した時には，ライフ社

の従業員に対し，ラインの停止やリップ（巾木を製造するための金型）

替えを命じ，直接作業上の注意をしていた。 

       さらに，被告から巾木工程に対し，作業過程における被告への報告，20 

連絡，相談の指示があるほか，被告の従業員が「伝達事項」（甲６２

等）を作業場に掲示し，巾木工程の従業員はこれらを確認すべきもの

とされた。 

このほか，巾木工程には被告からの指示が記載された連絡ノート

（甲３２）が備え付けられ，巾木工程の従業員はこれを閲読すべきも25 

のとされた。 
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また，被告の従業員は，巾木工程に対し，メールで業務上の指示を

し，ライフ社の従業員が閲読可能な状態にし（甲１０の２，７５），

ライフ社の従業員は，被告の指示により，伊丹工場全体に対し，毎日

メールで巾木工程について報告し（甲１０の１），異常が生じた場合

には，被告がライフ社の個々の従業員に異常報告書を作成させていた5 

（甲７の１～３）。 

このように，被告は，ライフ社の巾木工程の従業員に対し，直接業

務遂行上の指示をしていた。 

ｂ 化成品工程 

化成品工程では，伊丹工場製造課のＪ係長とＫが，毎朝８時半頃10 

までに化成品工程を巡回し，Ｆ工場長も化成品工程を巡回すること

があり，巡回時，一斉メールで注意や指示がされていた。 

また，化成品工程では品質上溶剤の粘度が重要であるところ，伊丹

工場品質管理課は，原告Ｅに対し，増粘剤の投入量について直接指示

し，特に粘度変化が多い品種を使う時には，Ｉから電話で１日何度も15 

直接指示を受けていた。これは，伊丹工場品質管理課から被告の全工

程の担当者等宛に工程品質確認の件名で毎日送信されるメール（甲７

２～７５）により明らかである。 

    伊丹工場製造課は，化成品工程の「製造課指図書」（甲１１）又は

「伝達事項」（甲１２）の掲示板の貼付により，化成品工程の従業員20 

に対し，直接業務上の指示をし，ライフ社のＭ主任は，毎日，Ｆ工場

長を含む被告の管理者数十名宛に化成品工程の製作状況についてメ

ールで報告した（甲５２，５３）ほか，被告が指示する書式で「製造

日報」を作成し，被告に報告していた。 

そして，トラブルが生じた場合，ライフ社の化成品工程の従業員25 

はＬ社長には連絡せず，Ｍ主任を介さずに伊丹工場の担当部署に直
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接連絡し，異常が生じたときには，伊丹工場製造課の担当者が，伊

丹工場の他の工程と同じ書式の「異常報告書」（甲６の１～３）を

作成し，同課課長やＦ工場長が内容を確認して押印していた。 

このほか，原告Ｅは，伊丹工場内でフォークリフトによる事故を起

こした際，「フォークリフトによる事故届出書」（甲８の２）及び「5 

ヒヤリ・ハット報告書」（甲９の１）を作成の上，被告に提出したと

ころ，Ｌ社長がこれを確認することはなく，Ｊ係長がこれを確認した

。また，ライフ社の化成品工程の従業員は，Ｊ係長から，職場安全衛

生委員会（月１回開催）に出席するよう指示された。 

   ｃ 小括 10 

     上記のとおり，ライフ社の巾木工程及び化成品工程の従業員は，被

告から直接業務遂行上の指示を受けていた。 

     まとめ 

      上記の事情からすると，ライフ社の巾木工程及び化成品工程の従業

員は，被告から直接業務遂行上の指示を受け，ライフ社は，巾木工程及15 

び化成品工程の業務遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行って

いなかった。 

イ 労働時間の管理等 

    巾木工程の勤務時間は，三交代制（午前７時～午後３時，午後３時～

午後１１時及び午後１１時～翌午前７時で，所定労働時間７時間１５分，20 

休憩４５分）である。化成品工程の勤務時間は，平日（月～金），午前

８時から午後４時３０分（所定労働時間７時間４５分）である。 

巾木工程及び化成品工程の従業員の労働時間は，伊丹工場の稼働時間

に組み込まれ，被告が管理利用している出勤簿等を使って把握，管理さ

れており（甲６５，６６），その出退勤管理には，被告の嘱託社員と同25 

様に，被告社名入りのタイムカード（甲４の１～６）が使用されていた。 
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このほか，化成品工程で原告ＥやＭ主任が有給休暇を取得する際には，

事前にＪ係長に連絡の上，ライフ社からＭＶ工程に派遣されている派遣

労働者の応援を得た上でないと，自由に休暇を取得することができなか

った。 

 このように，ライフ社は，自ら労働時間の管理等を行っていたとはい5 

えなかった。 

 なお，Ｌ社長とライフ社の巾木工程の従業員との間で労働時間に関す

るメール（乙１２）が存するが，これは，ライフ社労組との間で，三六

協定の締結を巡る紛争を生じ，Ｌ社長が割増賃金の支払を拒むために無

断で残業することを拒否する嫌がらせを始めた時期のものであり，これ10 

をもって，ライフ社が巾木工程の労働時間を管理していたとはいえない。

また，化成品工程では上記のようなメールは存在しない。 

ウ 労働者の服務上の規律に関する指示や配置の決定等について 

ライフ社は，巾木工程にＨ常勤主任を，化成品工程にＭ主任を配置し，

両主任がライフ社の従業員に対し，日常業務において指示することはあっ15 

たが，上長が部下に対して日常的に行うような指示をする程度であり，両

主任は，ライフ社の事業体としての責任を負う立場にはなかった。巾木工

程において，Ｇらが巾木現場内をチェックし，製品に問題があると判断し

たときは，ラインストップやリップ替えを命じ，また作業遂行に当たって

の姿勢等についても作業者に直接注意し（甲４２～４５），職制を通じた20 

報連相の徹底と検査体制の見直しを求めるなど（甲６９），被告が服務上

の規律について管理していた。 

また，配置について，巾木工程の配置はほぼ固定されていたが，Ｇは，し

ばしばダイスの分解掃除を求め，当該作業の割当てについて指示をするな

ど（甲３２），いわば配置の決定及び変更に係る指示をしており，ライフ25 

社は，自らの判断で配置の決定等を行っていなかった。 
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このように，ライフ社は，労働者の服務上の規律に関する指示や配置の

決定等を行っていなかった。 

エ ライフ社の業務処理の被告からの独立性について 

    請負代金 

被告は，本件業務請負契約１・２及びそれ以前のライフ社との間の業5 

務請負契約において，請負代金について，前年実績に基づいて標準原価

法にて原価総額をまず決め，これから原材料費を差し引いた差額をもっ

て決定していた。その代金は専ら被告の前年実績と生産計画によって決

定され，巾木や化成品の毎月の生産量，業務量，従業員の労働時間数，

製造数量等を考慮してライフ社が被告との間で交渉して決定したもの10 

ではなかった。このように，請負代金は，被告が自らの生産計画の下で

一方的に決定し，被告が年間予算を月割で決定した定額を巾木工程及び

化成品工程の請負代金として固定額で支払われていた。 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの請負金額月額

が巾木工程につき５４４万２０００円，化成品工程につき１２２万円で15 

あったのが，平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの請負

金額月額が巾木工程につき５４３万２０００円，化成品工程につき１２

５万６０００円となり，平成２８年３月３１日前後で，請負金額が巾木

工程で月額１万円減少し，化成品工程で３万６０００円増額された。化

成品工程の上記増額分は，平成２７年５月に原告Ｅの配置が巾木工程か20 

ら化成品工程に変更されたことに伴い，原告Ｅの勤続年数が平成２８年

で１７年になり，勤続手当（年間一人当たり２０００円）に１７年分を

乗じた３万４０００円にＭ主任の勤続手当２０００円を加えた金額に

合致する。 

これらの事情からすると，請負代金はライフ社の従業員の給与相当額25 

として支払われていたというべきであり，ライフ社の従業員は，被告の
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組織に組み込まれていた。   

 原材料の調達，支弁等 

巾木工程及び化成品工程の原材料は，いずれも被告が供給していたが，

本件業務請負契約１・２の請負代金は定額であり，材料費について月々

の生産や原材料の供給量に応じた清算は一切されなかった。 5 

このように，ライフ社は，独自に材料を調達してコスト削減を図るこ

ともなく，業務の処理に要する資金について自らの責任の下で調達，支

弁していなかった。 

 設備，器材等 

ライフ社は，被告から伊丹工場内にあるプレハブの現場事務所を無償10 

で貸与され使用していた。また，巾木工程及び化成品工程の機材は，被

告からライフ社に貸与されていたが，契約上の賃料は月額２万円と安価

であり，その算定根拠は示されておらず，実質的には無償供与である。

また，ライフ社の従業員の作業服やヘルメットは，被告から支給されて

いた。 15 

このように，ライフ社は，自らの責任と負担で機械や資材等を調達し

ていなかった。 

 ライフ社の責任等 

 ライフ社が製造した製品は，製造過程で被告の従業員がその当否を判

断しており，ライフ社が被告に対して製品を出荷する手続がなく，ライ20 

フ社独自に判断することもなく，独立した事業体として責任を負ってい

なかった。また，製品に対するクレームも被告が対応しており，ライフ

社の従業員がクレームに関する報告書を被告に提出しても，ライフ社が

事業体としてクレーム品を処理していたことはない。 

 このように，ライフ社は，事業体として独立した民事上の責任を負っ25 

ていなかった。 
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    ライフ社の専門性 

ライフ社は，平成１０年６月９日の設立から平成２９年まで，本店所

在地とＬ社長の住所が同一の有限会社である。Ｌ社長自身，巾木，化成

品等を製造した経験がなく，ライフ社設立以前に巾木や化成品等の製造

請負業務をしていた実績は全くない。 5 

ライフ社の巾木工程及び化成品工程の従業員は，被告の従業員から指

導教育を受け，その作業に従事する過程で，巾木及び化成品の製造に関

する専門性を身に着け熟練工となったが，事業体としてのライフ社は，

巾木及び化成品の製造等に関する専門性を有しなかった。 

     小括 10 

      以上より，ライフ社は，自らの責任において被告から独立して業務を

処理していたということはできない。 

オ 被告がライフ社との間で労働者派遣契約を締結した経緯等 

 平成２９年２月，被告は，ライフ社とライフ社労組との間で三六協定

の締結等について紛争があったことを奇貨として，ライフ社を追い出す15 

画策を始め，Ｇは，原告Ｄに対し，三六協定の締結をできる限り延ばす

ように指示し，巾木工程の繁忙期（同年２～４月ころ）にライフ社が対

応できないように仕向け，ライフ社自ら業務請負契約の解消を申し出る

ことを目論んだ。 

同年２月２２日，Ｌ社長がＦ工場長に対し，同月限りで巾木工程の請20 

負契約を解消し，同年３月は巾木工程を労働者派遣とし，同年３月末を

もって伊丹工場から完全に撤退する旨を伝え，これを受けてＦ工場長は，

シグマ社に対し，原告らを含むライフ社従業員全員とともに全業務を承

継することを求めた。シグマ社は，原告ら５名を含むライフ社従業員全

員と個人面談し，ライフ社従業員全員を採用する意向で，Ｆ工場長もラ25 

イフ社と同等の給与（固定給）を保障するようシグマ社に働きかけ，シ
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グマ社もＦ工場長の申し入れに応じた。 

     この間，原告らは，兵庫労働局に対し偽装請負の是正を求める申告を

し，更に原告らのうち原告Ｅを除く４名が，被告に対し，労働者派遣法

４０条の６に基づく直接雇用の申し入れをした。このため，被告は，こ

のような行為に及んだ原告らを排除するために，シグマ社に対して原告5 

らを採用しないように強く求め，シグマ社は原告らを不採用とした。 

     このように，被告は，事実上ライフ社の人事権を有していた。 

 また，ライフ社は，平成２９年３月から，被告との間で巾木工程につ

いて労働者派遣契約を締結し，原告らを派遣労働者として巾木工程に派

遣し，請負形態から労働者派遣形態に契約が変更されたが，その業務実10 

態に何ら変更がなかった。 

 上記のような事情からすれば，本件業務請負契約１・２の実態は労働

者派遣契約であった。 

   カ 結論 

     以上より，巾木工程及び化成品工程は，遅くとも平成２９年３月頃には15 

偽装請負等の状態にあったというべきである。 

（被告の主張） 

以下の事実に照らすと，巾木工程及び化成品工程は，平成２９年３月頃ま

でには偽装請負等の状態にあったということはできない。 

ア 業務遂行の状況等 20 

 従前の状態 

      巾木工程について，平成１１年当時，被告の従業員とライフ社の従業

員が混在していた可能性はあるが，それ以降はそのような状態はない。 

 受発注，受発注の変更，納品等 

ａ 受発注，受発注の変更 25 

巾木製造業務と化成品製造業務のいずれについても，受発注は，①
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伊丹工場生産管理部が１週間ごとに１週間分の「製造依頼書」を作成，

②同製造課において「製造依頼書」を確認のうえ，ライフ社に交付，

③ライフ社において「週間製造日程表」を作成し，被告に交付すると

いう手順で行われ，「製造依頼書」で当該週の発注総量を確定し，「週

間製造日程表」で具体的な納入期日・完成期日を確定する運用であっ5 

た（乙２～５）。 

被告とライフ社の受発注に関するやり取りは，伊丹工場製造課のラ

イン責任者とライフ社担当責任者（巾木工程はＨ常勤主任，化成品工

程はＭ主任）との間で行われていた。 

また，受発注の変更は，被告からライフ社に対して「巾木ライン変10 

更・追加依頼書」「化成品ライン変更・追加依頼書」等の文書を発行

し，受発注の内容を変更する運用がなされていた（乙９，１０）。 

  ｂ 納品 

納品には「製品カード」及び「受入伝票」が使用され（乙６～８），

ライフ社が「製品カード」に品番・生産日・ロットNo・生産指図No・15 

数量・ケース数を記入（入力）し（乙６），「受入伝票」にも，製造

日・品名コード・指図書No・ロットNo・数量を記入していた（乙７，

８）。もっとも，「製品カード」の代わりに「プリントベース製品カ

ード」が使用されることもあった。 

ライフ社は，製造した製品（成果物）を「製品カード」及び「受入20 

伝票」とともに，一定の場所（巾木工程につき乙１６の写真４４～４

６，化成品工程につき乙１７の写真４６，４８～５３）に置いていた。

その後，ライフ社が製造した製品は，被告及びライフ社とは別会社に

より，被告に搬入され，被告は検収を行い，ライフ社から納品を受け

ていた。 25 

 原材料の在庫管理等 
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製造に使用する原材料は，被告が調達したものをライフ社において使

用することになっており，ライフ社は，被告に対して「週間製造日程表」

を提出する際，被告に対し，必要な原材料の種類及び数量について材料

発注書を提出し，また，原材料を在庫管理していた（甲６３の１・２）。 

    被告の従業員による業務の遂行に関する指示等 5 

巾木工程及び化成品工程における製品の製造は，すべてライフ社のみ

で行われ，被告の従業員がライフ社の製造工程（製造作業）に関与した

り，立ち会ったりすることもなかった。ライフ社は，現場責任者として，

巾木工程にＨ常勤主任を，化成品工程にＭ主任を配置し，両主任の指示

の下で製品を製造していた。なお，巾木メール（甲１０の１）は，巾木10 

工程から被告に対して生産計画や発注についての進捗の報告に関するも

のであり，品質管理課メール（甲１０の２）は，被告の検収結果等を巾

木工程及び化成品工程に通知するものにすぎず，ライフ社の個々の従業

員宛のものではない。 

また，「伝達事項」（甲１２，１３の１～５）は，ライフ社と被告と15 

の間で協議・確定した事項について，被告がライフ社に対して書面によ

り通知しているものにすぎず，両主任に交付していた。「製造課指図書」

（甲１１の１～３）は，発注した製品の仕様を変更する際に，被告から

ライフ社に対して発行する文書である。 

このほか，リップ会議は，ライフ社において実施されていた会議であ20 

り，被告の従業員は，ライフ社からリップを含めた貸与機材の整備に関

する要請等も出されることがあるため，リップ会議に同席することがあ

ったもので，議事録（甲１４の１～３）を備忘記録として保管していた

にすぎない。連絡ノート（甲３１～３５）は，被告が提供したり，作成

を指示したものではなく，ライフ社内の情報共有のためのものであり，25 

Ｇが記入したことがあったが，受注者と発注者との間で共有すべき情報
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を書き加えたものにすぎない。 

     小括 

      以上より，ライフ社は，巾木工程及び化成品工程の業務遂行に関する

指示その他の管理を自ら行っていた。 

イ 労働時間の管理等 5 

    ライフ社は，自ら従業員の勤怠管理を行い（甲４の１～６），従業員の

勤務シフトを作成し，時間外労働の要否を判断し，直接，従業員に対し，

時間外労働命令を発しており（乙１２），被告はライフ社の従業員の労働

時間管理に関与していない。 

また，ライフ社には，「勤続手当」「主任手当」「常勤手当」等の諸手10 

当があったところ，当該手当の支給・不支給は，Ｌ社長の判断により行わ

れていた。 

   ウ 労働者の服務上の規律に関する指示や配置の決定等 

     ライフ社は，現場責任者として，巾木工程にＨ常勤主任を，化成品工程

にＭ主任を配置し，両主任は，ライフ社の従業員の出退勤の管理を行い，15 

工程内教育・指導を行っていた（甲６３の１・２）。したがって，ライフ

社の従業員の服務上の規律等の指示はライフ社によって行われていた。 

なお，被告は，ライフ社から，ライフ社の従業員がフォークリフト運転

中に起こした事故について「フォークリフトによる事故届出書」（甲８の

１・２）の提出を受けていたが，これは，ライフ社に対して安全秩序の維20 

持に関し実施した事項の報告を求めるもので，Ｈ常勤主任やＭ主任から当

該従業員に対して指導がなされている。また，被告は，ライフ社から「ヒ

ヤリ・ハット報告書」（甲９の１・２）の提出を受けていたが，これも，

ライフ社において安全秩序の維持に関し実施した事項の報告を求めたもの

にすぎない。 25 

     また，シフトの編成等はライフ社の判断で行われ，化成品工程への応援
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者についてもライフ社内で決めており，Ｌ社長は，応援者の選定に直接関

与しなくても，各工程の班の判断に委ねていた。また，シフトの変更につ

いても，ライフ社内の判断で行われていた（乙１２）。 

  エ ライフ社の業務処理の被告からの独立性について 

     請負代金 5 

     被告は，請負代金について，事業採算性のある原価や，原材料が被告

からの材料支給となっていること等を考慮し，請負代金を決定していた。 

ライフ社は，被告との間の資本関係がないから，事業運転資金等は請

負代金等により，自らの責任で調達，支弁していた。 

    原材料の調達，支弁等 10 

被告は，製造に必要な原材料の取引量が大きいことから，被告を含む

東リグループとして，被告の購買部が各原材料メーカーと値段交渉を行

うことによって量的アドバンテージを引き出して原材料を購入し，これ

を被告で使用するとともに，被告からライフ社等の業務請負業者や被告

の子会社等に支給し，被告がライフ社に提供していた原材料の対価につ15 

いて，被告とライフ社との合意により，標準原価法に基づく計算を経て，

請負代金から差し引く方法で，ライフ社が負担していた。 

 設備，器材等 

巾木工程及び化成品工程について，当該業務の遂行に必要な工場の機

材については，被告とライフ社との間において機械設備賃貸借契約書を20 

作成し，被告からライフ社に対して有償で貸与された。 

貸与機材の整備については，賃貸借契約に基づき，被告が定期的に行

っていたが，日々の受注業務における使用や日常的なメンテナンスにつ

いては，ライフ社において行われていた。 

     ライフ社の責任等 25 

本件業務請負契約１・２には，引き渡した請負業務に瑕疵があったと
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きは，ライフ社は自らの責任と費用負担をもってこれを修復する旨の定

めがあった。また，被告とライフ社との間の受発注や納品等の手続は上

記ア のとおりであるから，ライフ社は事業主としての責任を負ってい

た。 

 ライフ社の専門性 5 

ライフ社は，新入社員等に対しＯＪＴで教育を行い，ライフ社の主任

が「工程内教育・指導」等を実施していた。 

したがって，ライフ社は，ノウハウを蓄積し，労働者に対する教育訓

練を実施し，業務遂行が適切に行われるように管理を行っていた。 

   オ 被告がライフ社との間で労働者派遣契約を締結した経緯等 10 

被告がライフ社との間で，平成２９年３月１日，巾木工程について労働

者派遣契約を締結したのは，ライフ社からの申し出があったからにほかな

らない。被告は，同年２月，ライフ社から本件業務請負契約１を終了させ

る旨通告されており，ライフ社からの申し出を断れば，同年３月以降の巾

木工程と化成品工程が停止してしまう危険性があり，ライフ社の上記の申15 

し出を拒絶できない状態だった。また，被告は，同年２月２３日以降，シ

グマ社との間で，ライフ社の伊丹工場からの撤退に伴う巾木工程及び化成

品工程の引継ぎについて協議したところ，シグマ社から，労働者派遣契約

を締結する前提であれば両工程の引継ぎを受諾する旨の申し出があったこ

とから，シグマ社との間で労働者派遣契約を締結した。伊丹工場には，ラ20 

イフ社から派遣労働者を受け入れていた他の工程も存在するから，被告が

ライフ社との間において，あえて偽装請負（違法な労働者派遣）を行う必

要はなかった。 

   カ 結論 

     以上より，巾木工程及び化成品工程は，平成２９年３月頃には偽装請負25 

等の状態にあったということはできない。 
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⑵ 争点２（被告には偽装請負等の目的があったか）について 

（原告らの主張） 

    労働者派遣法４０条の６第１項５号の趣旨は，派遣先事業主に対して雇用

主としての責任を負わせるために民事制裁を課すものであるが，派遣先の事

業主が労働者派遣法上の契約をしながら，無許可派遣や派遣禁止業務への派5 

遣をした場合は，直ちに民事制裁としての雇用関係の成立の効果を与えるの

に対し，「偽装請負」の場合は，当該派遣労働者に対し派遣先事業主が継続

的に使用者と同様に指揮命令をする場合として想定されているため，請負契

約の途中で，一時期で偶発的な形で指揮命令をするに至った派遣先事業主に

対し雇用責任を負わせることは適当ではないとの判断から「免れる目的」の10 

要件が加えられたものにすぎない。 

    したがって，偽装請負等の目的とは，派遣先事業主が，実質的に労働者派

遣であることを認識し，あるいは認識しなかった事に過失がある場合は，ほ

ぼ法の適用を免れる目的がなかったとはいえず，「免れる目的」の認定は，

客観的にみて，行為者に違法状態の認識があれば足りるというべきである。 15 

    上記⑴で主張した事実に照らすと，被告は，偽装請負の状態を認識してい

たというべきであるから，偽装請負等の目的があったというべきである。  

（被告の主張） 

労働者派遣法４０条の６第１項５号において，明確に「この法律又は次節

の規定により適用される法律の規定の適用を免れる目的で，請負その他労働20 

者派遣以外の名目で契約を締結」したことを要件として定めていることにも

鑑みれば，原告らの上記主張は労働者派遣法の文理から明らかに逸脱した解

釈である。「免れる目的」を要件として明記した立法趣旨に鑑み，指揮命令

等を行い偽装請負等の状態となったことのみをもって，偽装請負等の目的を

推定することはできず，被告に偽装請負等の目的があったことを認めること25 

はできない。 
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第３ 当裁判所の判断 

 １ 判断の基礎となる事実 

   前提となる事実，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によると，以下の事実を認め

ることができ，これを左右する的確な証拠はない。   

⑴ 伊丹工場，巾木工程，化成品工程の作業場所及び作業内容等 5 

   ア 伊丹工場 

伊丹工場の全体図は，別紙４の１「伊丹工場全体図」のとおりである（甲

５５の１）。 

伊丹工場には，化成品工程及び巾木工程のほかに，ＭＶ工程（ビニール

床タイルの製造），ＣＦ工程（クッションフロアの製造），ＲＳ工程（壁10 

紙や床材のクッションフロアの柄の印刷），ＩＳ工程（インディードシー

ドの製造）及びＦＬ工場（特殊シートの製造）等があり，平成２１年頃か

ら，化成品工程及び巾木工程を除き，複数社との間で労働者派遣契約を結

び，派遣労働者を受け入れていた（甲９５，証人Ｆ）。 

イ 巾木工程について 15 

     作業場所 

巾木工程の作業場所は，別紙４の２「伊丹工場巾木工場周辺図」の「巾

木工場」「巾木旧工場」部分の１階及び２階である（甲５５の２）。 

巾木工程は，プリント巾木工程（巾木工程で製造された巾木にプリン

ト加工する工程）と隣接しているが，製造過程はこれと区分されている。                           20 

（以上につき，甲５５の２，５６，５７，乙１６）  

     作業内容等 

      巾木工程の作業内容は，①巾木工程の資材置場から原材料の搬入，②

スーパーミキサーによる原材料の撹拌，③ジェットカラーでの顔料と原

料の撹拌（製品の色の決定），④加熱加圧による板状への成型とトップ25 

チップによる塗膜の形成（成型金型であるリップからの押出し），⑤水
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冷却後，切断・検品・梱包，⑥納入である。 

巾木工程の作業者は，大別すると，①サンプル担当（２時間おきに各

機械の巾木サンプルを採取して，外観を確認，各種測定器で規格に合致

しているかを調査し，製造日報，工程管理表，製造明細等の書類に必要

事項を記載する。），②２階作業担当（顔料の変更，ダイスやリップ（ダ5 

イスは押出機の先頭部分の金型で，リップはダイスの先端部分に付ける

金型である。）の取替え，ライン替え（製造ラインを変更し，ラインを

停止して，押出機やダイス内部の材料を除去し，清掃する。）），③巻

取り担当（巻き取った製品を箱詰し，パレット上に並べる。）に分かれ

ている。 10 

（以上につき，甲５８，８５，乙１６） 

ウ 化成品工程について 

     作業場所 

      化成品工程の作業場所は，別紙４の１「伊丹工場全体図」の「化成品

工場」の１階から３階である。 15 

      化成品工程は，作業場所の建物自体が独立しており，他の工程と隣接

していない。 

（以上につき，甲５５の１，５９，６０，乙１７） 

     作業内容等 

      接着剤には，水系（原料に水が含まれるもので，これのみで接着剤と20 

しての効用を発揮するもの）と溶剤系（２種類の異なる液体を混合する

ことにより，初めて接着剤として効用を発揮するもの）がある。 

水系の作業内容は，原料をミキサーで撹拌し，容器に封函し，倉庫に

搬送するものである。溶剤系の作業内容は，原料を別々のミキサーで撹

拌混合し，別々に容器に封函し，倉庫に搬送するものである。 25 

(以上につき，甲６１，乙１７) 
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⑵ 平成２６年頃までの被告の従業員の巾木工程及び化成品工程への関与等 

巾木工程及び化成品工程では，平成２２年頃まで，被告及びライフ社の各

従業員が混在して作業に従事していたが，それ以降，ライフ社の従業員が主

任を務め，各従業員の混在状況は解消された。 

もっとも，巾木工程では，被告のプリント巾木工程配属の熟練従業員１名5 

が，平成２６年頃に配置換えになるまで，時々，ライフ社の従業員に対して

作業のやり方等を直接指導することがあったが，同人の配置換え後，そのよ

うな状況は解消された。 

（以上につき，甲９１～９３，９５，９６，乙２０）   

⑶ 平成２８年頃の巾木工程及び化成品工程の人員体制等 10 

ア 巾木工程について 

ライフ社の現場責任者はＨ常勤主任であり，その下に，３人の主任（Ｒ，

Ｎ及び原告Ａ）を中心に３班（各４人構成）を構成し，３班でシフト（７

時～１５時，１５時～２３時，２３時～７時）を組んで三交代勤務をして

いた。原告Ａの班の構成員は，原告Ａ，原告Ｄ，原告Ｃ及び原告Ｂであっ15 

た（前提となる事実⑸，甲６５，６６，９４，原告Ｄ本人，原告Ａ本人，

弁論の全趣旨）。 

イ 化成品工程 

ライフ社の現場責任者はＭ主任で，その下に原告Ｅが配置されていた。

化成品工程の就業時間は，８時３０分から１６時３０分までであった（前20 

提となる事実⑸，弁論の全趣旨）。 

ウ 他の工程 

     ライフ社は，被告との間で，平成１９年４月１日に労働者派遣基本契約

を，平成２８年４月１日に労働者派遣個別契約をそれぞれ締結し，少なく

とも平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの間，伊丹工場Ｍ25 

Ｖ工程製造作業に派遣労働者３名を，伊丹工場品質管理課製品検査作業及
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びパソコンの操作業務に派遣労働者各１名を派遣していた（乙１３，１４

の１～３）。  

⑷ 平成２８年頃以降の原告らの業務遂行の状況等 

ア 巾木工程及び化成品工程の服装等 

  ライフ社の従業員の作業着は，被告の従業員と同じものであったが，ラ5 

イフ社が貸与したものであった。また，巾木工程及び化成品工程の従業員

のヘルメットには緑色のテープが貼られていたが，被告の従業員のヘルメ

ットには上記テープは貼付されていなかった（甲３の１～４，弁論の全趣

旨）。 

イ 受発注や納品の手順等 10 

     基本的な手順 

 伊丹工場生産管理部は，１週間ごとに巾木工程及び化成品工程の製造

依頼書を作成し，伊丹工場製造部がこれを確認の上，巾木工程及び化成

品工程に交付し，巾木工程ではＨ常勤主任が，化成品工程ではＭ主任が，

それぞれ製品の製造予定日を記載した週間製造日程表を作成して伊丹工15 

場製造課に提出し，受発注を行っていた。もっとも，Ｇが，週間製造日

程表を修正し，これをＨ常勤主任宛にメールで送信することもあった（甲

６８，乙２～５，弁論の全趣旨）。 

      そして，製品製造後，ライフ社の巾木工程及び化成品工程の従業員は，

被告の管理するコンピュータの端末に，日付，指図書番号，ロット番号，20 

出来高を入力し，プリントアウトされた受入伝票及び製品カードを製品

とともに所定の場所に置いていた。もっとも，巾木工程で製造された巾

木のうち，被告においてプリント巾木に加工する場合には，製品カード

の代わりに，プリントベース製品カードが使用されることがあった（乙

６～８，弁論の全趣旨）。 25 

     変更の手順 



- 28 - 

 

在庫状況や受注状況に合わせて事後的に製造依頼の内容が変更される

ことがあり，伊丹工場生産管理部から，品種や数量を変更するために，

巾木ライン変更・追加依頼書や化成品ライン変更・追加依頼書が発出さ

れ，巾木工程及び化成品工程は上記書面に従って品種や数量を変更して

いた（乙９，１０，弁論の全趣旨）。 5 

      また，伊丹工場製造課は，発注した製品の仕様を変更する場合，巾木

工程に対し，製造課指図書により，材料や製造条件等の変更を連絡して

いた（甲１１の１～３）。     

ウ 原材料の発注及び在庫管理等 

 被告では，購買部がグループ会社を含めて原材料メーカーから原材料10 

を購入しており，巾木工程及び化成品工程の原材料は，被告がライフ社

に供給していた。原材料は，巾木工程及び化成品工程ともに，Ｈ常勤主

任及びＭ主任が週間製造日程表を作成する際，被告に対し，材料発注書

を提出して発注していた。 

   また，巾木工程では，原材料の在庫管理は，Ｈ常勤主任が主に担当し，15 

月末に被告のコンピュータシステムから在庫表をプリントアウトし，品

目ごとの終了を在庫表に記入し，これをＧに交付し，Ｇにおいて棚卸結

果を精査していた。 

  （以上につき，前提となる事実⑵，甲６３の１・２，乙２０，２２，原

告Ａ本人，弁論の全趣旨） 20 

  甲６３の１・２に関する事実認定の補足説明 

 ａ 原告は，被告作成の文書として甲６３の１・２を提出するが，被告

はその成立の真正を否認し，原告Ａは，甲６３の１・２について，平

成２８年１０月頃，巾木工程の帳場内のデスクの上に置いてあったも

ので，誰がどの作業をどの程度担当しているかを調査するために被告25 

で作成したものである旨供述し（甲９４（１３～１４頁），原告Ａ本
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人９～１０頁），かたやＦ工場長は，被告が作成したものではない旨

供述する（乙２０（１０頁））。 

ｂ 甲６３の１・２は，担当者名として，「Ｇ」，「Ｐ係長」（伊丹工

場製造課），「Ｈ常勤主任」，「Ｒ主任」，「原告Ａ」（主任），「Ｎ

主任」，「Ｏ」（ライフ社の派遣社員で，巾木工程の事務担当者（乙5 

１４の３）），「その他の人」が挙げられ，作業名欄に，はんこを押

すだけの作業は含めずに，「〇＝主に担当している」，「１＝毎日（毎

回）手伝う）」「２＝週に２～３回（２～３回に１回）手伝う」「３

＝週に１回以下（ほとんど手伝いはない）」を記入する内容であり，

その内容に照らすと，主に上記の者の職務分担を把握するために作成10 

された書面であると認められる。甲６３の１・２の作成者は，基本書

式を作成した者とこれに上記の「○」「１」等を記入した者に分けて

考えることができる。 

 まず，甲６３の１・２の基本書式を作成した者について検討する。 

この点，被告において，巾木工程のライフ社の主任を中心とした職15 

務分担を把握する必要性は高くなく，特にＯはライフ社の派遣社員で，

巾木工程の事務担当者である（甲８５，９４，原告Ａ本人）から，被

告が殊更Ｏの職務分担を把握する必要性は乏しい。また，Ｐ係長及び

Ｇは被告の従業員であるから，被告が両名の職務分担を把握する必要

性は低いといえる。かたや，ライフ社において，Ｇ及びＰ係長も関与20 

しているとの前提で，両名を含めて巾木工程の主任の職務分担を把握

しようとした可能性も考えられるが，本来，ライフ社が行うとすれば，

自社の従業員を対象にすれば足りるのであり，わざわざ被告の従業員

である両名の欄を設ける必要性は高くない。 

そうすると，甲６３の１・２の基本書式の作成者が被告又はライフ25 

社のいずれかについて断じ得ず，少なくとも甲６３の１・２が被告作
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成の文書とまで認定することはできない。 

 次に，「○」「１」等を記入した者について，原告Ａは，甲６３の

１・２に記載された者が記入したものである旨供述する（甲９４，原

告Ａ本人）。もっとも，上記説示のとおり，Ｐ係長が殊更甲６３の１・

２に記入する必要性は乏しく，同人が同人の欄に記入したと断じるこ5 

とはできないが，その余の欄の記載者は，Ｈ常勤主任，Ｎ主任，Ｏで

あると認めることができる。 

 以上の検討を踏まえると，Ｈ常勤主任は，材料の在庫管理を主に担

当していたことが認められる（仮に，Ｐ係長が同人の欄を記入したと

しても，同人の欄には「教育訓練記録票の原本管理」「ＩＳＯ文書類10 

の管理（教育記録を含む）」に○，それ以外は全て「３」と記載され

ているにすぎないことに照らすと，Ｐ係長が巾木工程の業務遂行等に

ついて直接指示していたことまでは認められず，上記認定を左右しな

い。）。 

エ 伊丹工場の製造課及び品質管理課（以下，両課を併せて「製造課等」と15 

いう。）と巾木工程及び化成品工程との間の連絡等 

  製造課等から巾木工程に対する日常的な連絡は，伊丹工場巾木工程の名

称で登録されたメールアドレス宛に，化成品工程に対する連絡はＭ主任の

名称で登録されたメールアドレス宛に，被告の社内一斉メールによりなさ

れていた。 20 

  平成２８年３月１５日から平成２９年３月までの間，Ｈ常勤主任は，伊

丹工場製造課に対し，巾木の製造状況を継続的にメールで報告した。また，

平成２８年７月４日から平成２９年３月２９日までの間，伊丹工場品質管

理課は，巾木工程及び化成品工程を含む伊丹工場の各工程に対し，継続的

に製品検査の結果等を社内一斉メールで連絡した。 25 

巾木工程及び化成品工程から製造課等に対する日常的な連絡も，上記各
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メールアドレスからなされており，製造課等からライフ社の従業員個人宛

に，また，ライフ社の従業員個人から製造課等にメールが送信されること

はなかった。 

（以上につき，甲１０の１・２，３６～３９，４９～５３，７１～７５） 

オ 週報の送付等 5 

  Ｇは，１週間の工程管理上のトラブルや巾木工程の製作状況等について

週報を作成し，伊丹工場製造課及び巾木工程に対し，社内メールで送信し

ていた(甲４５)。 

カ 伝達事項による連絡 

  巾木工程についてＧが，化成品工程についてＫが，各製造工程におけ10 

る不具合や留意事項をまとめた伝達事項と題する書面を作成し，Ｈ常勤

主任及びＭ主任に交付し，巾木工程及び化成品工程の掲示板に貼付され

ていた（甲１２，１３の１～５，３０の１～３，３２，３４，４０～４

２，６２，７７，証人Ｆ）。 

  なお，原告Ｅは，Ｇ及びＫが伝達事項を直接巾木工程及び化成品工程15 

の掲示板に貼付したことがあった旨供述するが，上記のとおり，被告か

らライフ社への連絡は原則として巾木工程ではＨ常勤主任，化成品工程

ではＭ主任を通じてなされていたから，伝達事項も同様になされていた

とみるのが自然であり，原告Ｅの上記供述は裏付けを欠き，直ちに採用

することはできない。 20 

キ 連絡ノート 

  巾木工程には，連絡ノートが置かれ，伝達事項とは別に，①Ｈ常勤主任

が原告らを含む巾木工程に従事するライフ社の従業員宛に，②Ｈ常勤主任

や原告ＡがＧ宛に，③ＧがＨ常勤主任，特定の主任が属する班の構成員，

原告らを含む巾木工程に従事するライフ社の従業員宛に，それぞれ留意事25 

項やそれに対する対応等を記載していた（甲３１の１・２，３２～３５）。 
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ク 巾木リップ会議（巾木工程会議） 

  リップとは，巾木を成型する金型（乙１６の写真３２参照）であり，そ

のメンテナンスを怠ると製品に不具合が生じるため，定期的にリップの部

品交換やメッキ化等のメンテナンスが必要となる。巾木工程では，１か月

に１回程度，リップのメンテナンス等に関する会議（以下「リップ会議」5 

という。）が開かれ，巾木工程から３班のうちの１班が交代で出席し，被

告から常時Ｇが出席して議事録を作成し，伊丹工場の品質管理課や製造課

の従業員も出席したことがあり，リップのメンテナンス等や製品のクレー

ム等について被告から説明や指示があった（甲１４の１～３，７６の１・

２，７８，８９，９４，原告Ａ本人）。 10 

   ケ クレーム対応や異常があった場合の報告等 

     被告は，エンドユーザーから，巾木工程及び化成品工程の製品に関する

クレームが寄せられたとき，その対応を巾木工程及び化成品工程にゆだね

ることはなく，ライフ社に調査，報告を求めていた。 

また，巾木工程及び化成品工程で異常が発生した場合，巾木工程ではＧ15 

又はＨ常勤主任が，化成品工程では伊丹工場製造課の担当者が異常報告書

を作成し，Ｈ常勤主任が作成した異常報告書は被告に提出された。 

（以上につき，甲５～６の各１～３，６３の１，証人Ｆ）    

  ⑸ 平成２８年頃以降のライフ社の労働時間の管理や勤務評定等 

   ア ライフ社の従業員の労働時間の管理等 20 

     勤怠管理 

      被告の従業員の勤怠管理は，タイムカードではなく，ＩＣカードによ

るシステムによりなされていた（証人Ｆ）。 

ライフ社は，被告が以前に使用していたタイムカードの用紙を用いて

勤怠管理を行い，ライフ社の従業員がその打刻を失念した場合には，Ｈ25 

常勤主任やＭ主任が承認印を押していた（甲４の１～６，６３の１）。 
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     時間外労働 

ａ ライフ社内では，平成２８年４月１１日まで，従業員が残業する場

合，事前申告と許可が徹底されておらず，同日以降，従業員が残業す

る際には現場事務所に設置したメール可能な携帯電話を用いて事前の

連絡と許可を認めるよう指示がなされ，ライフ社の従業員の時間外労5 

働もＬ社長の指示等ライフ社の判断によってなされていた。 

  ライフ社の従業員の時間外労働について，被告が関与することはな

かった。 

（以上につき，甲６５，６６，８９，乙１２，原告Ｄ本人） 

ｂ 甲６５，６６に関する事実認定の補足説明 10 

原告らは，甲６５，６６について，被告が書式を作成し，これに記

入するように指示した旨主張し，原告Ａはこれに沿う供述をする（甲

９４，原告Ａ本人）が，被告は，甲６５，６６の書式を作成したこと

を否認し，証人Ｆは，これに沿う供述をする（乙１９，２０）。 

しかしながら，甲６３の１・２（上記⑷ウで説示）によると，使用15 

工数の集計はＮ主任が主に担当し，Ｈ常勤主任が毎日これを手伝い，

出勤簿の記入と管理はＨ常勤主任が主に担当していたものと認めるこ

とができ，甲６５，６６はライフ社が書式を含めて作成したものとみ

るのが自然である（なお，原告Ａも，ライフ社の従業員が甲６５，６

６に記入していた旨供述しており，仮に被告が基本書式を作成したと20 

しても，上記ａの認定を左右しない。）。 

   イ ライフ社の従業員に対する勤務評定等 

     ライフ社の従業員の賃金は，平成１１年１０月以降，基本給が月額２３

万円になり，平成１８年４月以降に勤続手当（勤続年数×１５００円）が

支給されるようになり，平成２１年４月から基本給が月額２４万円になっ25 

たが，Ｌ社長は，平成２４年６月から平成２７年８月までの間，複数の従
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業員の勤続手当，主任手当，常勤主任手当の支給を停止したり，有給休暇

を認めないことがあった。 

原告Ｄは，平成１２年５月，主任に昇格したが，平成２５年６月から平

成２７年８月までの間，勤続手当及び主任手当の支給を停止され，平成２

７年８月に主任から降格され，代わりに原告Ａが主任に昇格した。 5 

また，Ｌ社長は，平成２８年１月，ライフ社の従業員の賃金を基本給に

ついて１万円を，勤続手当（能力手当）について半額を減額した。 

（以上につき，甲９２，９５，原告Ｄ本人）   

⑹ 被告のライフ社の従業員に対する安全確保等に関する指示，報告やライフ

社の従業員の配置等 10 

ア 事故が発生した場合の対応等 

原告Ｅは，平成２８年１０月２０日，フォークリフトを運転中，ツメを

下げることを忘れて，シャッターに接触させる事故を起こした。原告Ｅ及

びＭ主任は，フォークリフトによる事故届出書及び事故対策届を作成して

被告に提出し，Ｍ主任は，原告Ｅに対し，基本操作を厳守するよう指導し15 

た。原告Ｅは，上記事故について，伊丹工場安全衛生事務局宛にヒヤリ・

ハット報告書を提出し，Ｊ係長が，フォークリフトの基本操作の徹底と材

料倉庫シャッターの確認を指示した（甲８の２，９の１）。 

また，原告Ｃは，平成２９年１月２６日，フォークリフトを運転中，シ

フトレバーの誤操作により後進して鉄骨に衝突する事故を起こした。原告20 

Ｃ及びＨ常勤主任は，フォークリフトによる事故届出書及び事故対策届を

作成して被告に提出し，Ｈ常勤主任は，原告Ｃに対し，通路が狭くなって

いるときは，前後左右の確認を一層注意深くし，リフトを止めサイドブレ

ーキを使用するよう指導した（甲８の１）。 

このほか，原告らとは別のライフ社の従業員が平成２７年１２月１０日25 

にフォークリフトによる事故を惹起した際，同事務局宛にヒヤリ・ハット



- 35 - 

 

報告書を提出し，Ｈ常勤主任が当該従業員に指導すべき内容を記載した（甲

９の２）。 

  イ 被告が開催する安全講習へのライフ社の従業員の出席等 

     被告は，平成２８年６月，伊丹工場内の各工程及び各課に対し，同年８

月３１日及び同年９月７日に安全講習を実施する旨を通知し，化成品工程5 

から常勤者２名，巾木工程から合計８名の出席を求めた（甲６４の１・２）。 

     また，平成２８年当時，伊丹工場では，カエルカエル作戦（工場内を整

理整頓し，清潔に保つための活動）が行われており，巾木工程もその活動

を求められた（甲８０）。 

   ウ 配置等 10 

巾木工程は３交代勤務で稼働しており，そのシフトは主任が決め，その

変更はライフ社内でなされていた。また，欠員が生じた場合には，その補

充と連絡は主にＨ常勤主任が行っていた（甲６３の１，乙１２）。 

⑺ 巾木工程及び化成品工程の原材料，使用していた機械，設備，本件業務請

負契約１・２の請負金額 15 

 ア 原材料及びその費用 

本件業務請負契約１・２では，原材料の調達は被告からの支給又はライ

フ社の材料持ちとされているところ（５条１項），被告では，購買部が購

入単価を下げるために，グループ会社での使用分を含めて製品の製造に必

要な原材料を一括購入しており，巾木工程及び化成品工程にも原材料を支20 

給していた。 

   もっとも，被告とライフ社との間では，巾木工程及び化成品工程の原材

料の価格等について交渉はされず，請負代金とは別に，被告が支給した原

材料の費用について清算等はされなかった。 

（以上につき，乙１９，２０，弁論の全趣旨） 25 

イ 使用していた機械，設備 
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被告は，平成１８年１０月２日，ライフ社との間で，伊丹工場内の被告

所有建物について，被告から依頼を受ける業務が終了するまでの間，ライ

フ社の現場事務所として貸し渡す旨の使用貸借契約を締結した（甲１９）。 

 被告は，ライフ社との間で，平成１９年４月１日，巾木製造・成型ライ

ン一式の月額使用料を２万円とする旨の，平成２２年８月１日，接着剤製5 

造・加工ライン一式の月間使用料を２万円とする旨の各機械設備賃貸借契

約を締結した（甲１６，乙２４）。 

 ライフ社は，被告から貸与された機械等について，本件業務請負契約１・

２に基づき，善管注意義務をもって管理する義務があり（７条），巾木工

程では，被告が定めた要領に従い，ライフ社の従業員が日常点検を行い，10 

チェックシートに記入し，月末ごとに被告の製造課の係長が確認後にチェ

ックシートに押印していた（弁論の全趣旨）。 

ウ 本件業務請負契約１・２の請負金額 

  平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの請負金額は，本

件業務請負契約１について月額５４３万２０００円（消費税別），本件15 

業務請負契約２について月額１２５万６０００円（消費税別）と定額で

あり，製造した製品の数量や出来高により増減しないものであった（前

提となる事実⑵）。 

 請負代金に関する補足説明 

ａ 原告らは，本件業務請負契約１・２の代金は，被告が自らの生産計20 

画の下で一方的に決定し，被告が年間予算を月割で決定した定額を巾

木工程及び化成品工程の請負代金として固定額で支払っており，例え

ば，平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの請負金額月

額が巾木工程につき５４４万２０００円，化成品工程につき１２２万

円であったのが，平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで25 

の請負金額月額が巾木工程につき５４３万２０００円，化成品工程に
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つき１２５万６０００円となり，平成２８年３月３１日前後で，請負

金額が巾木工程で月額１万円減少し，化成品工程で３万６０００円増

額され，化成品工程の上記増額分は，平成２７年５月に原告Ｅの配置

が巾木工程から化成品工程に変更されたことに伴い，原告Ｅの勤続手

当３万４０００円（２０００円に１７年分を乗じた額）にＭ主任の勤5 

続手当２０００円を加えた金額に合致する旨主張する。 

しかしながら，平成２８年４月当時，巾木工程の従業員は１３名，

化成品工程の従業員は２名であり，請負金額を従業員数で除すると，

巾木工程は一人当たり約４１万７０００円（5,432,000÷13≒417,846），

化成品工程は一人当たり６２万８０００円（1,256,000÷2=628,000）10 

となる。原告らの賃金は，能力手当や役職手当等で差異が生じている

ものの，基本給が月額２３万円から２４万円であること（前提となる

事実⑸，上記⑸イ）からすると，上記各金額は原告らの賃金とは相当

乖離があるのであり，上記請負金額は従業員一人当たりの労務単価を

基礎として算定されたものともいい難い。 15 

したがって，原告らの上記主張は採用できない。 

  ｂ かたや，被告は，請負代金について，事業採算性のある原価や，原

材料が被告からの材料支給となっていること等を考慮し，請負代金を

決定していた旨主張し，Ｆ工場長は，請負金額について，被告が前年

度の原材料費や請負代金を含めて前年度の製造原価を算出し，原材料20 

費価格の変動等を考慮して当該年度の製造原価を割り出し，ライフ社

が巾木工程及び化成品工程で使用すると見込まれる原材料費の相当額

で差し引いて請負代金を決定している旨の供述（乙２０）及び証言す

る（証人Ｆ）。Ｆ工場長の上記供述及び証言は，その裏付けとなる証

拠がなく，そのまま採用することには躊躇を覚えるが，上記ａ説示の25 

とおり，従業員一人当たりの賃金を基準に定めたものともいえず，被
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告の経営判断として，一定の製造原価等を考慮して定めたものという

ほかない。     

  ⑻ 本件業務請負契約１・２によりライフ社が負うべき責任について 

本件業務請負契約１・２には，ライフ社が被告に引き渡した製品に瑕疵が

あったとき，ライフ社は自らの責任と費用負担をもって被告の指定する期日5 

までにこれを修復する旨の定め（８条５項），ライフ社において，被告の要

求する品質検査基準に適合しない場合には，被告は，契約を解除することが

できる旨の定め（１５条）があり（前提となる事実⑵），ライフ社が製造し

た製品に瑕疵があった場合，ライフ社は瑕疵修補や本件業務請負契約１・２

の解除を求められる立場にあった。 10 

また，ライフ社が巾木工程及び化成品工程で製造した製品に不具合があっ

た場合，ライフ社においてその原因に関する報告等がされていた（上記１⑷

ケ認定事実）。 

もっとも，被告は，製品の瑕疵を理由に本件業務請負契約１・２を解除す

るには至らなかった（弁論の全趣旨）。 15 

  ⑼ ライフ社の専門性について 

ライフ社は独自に従業員の募集を行い，ライフ社の従業員は，巾木工程及

び化成品工程において，被告の従業員と混在して作業していた平成２２年頃

まで被告の従業員から指導を受け，その後に混在が解消された後も平成２６

年頃まで，巾木工程では被告の熟練従業員から指導を受けたことがあったが，20 

ライフ社は，その後，主任を中心に自ら工程内教育・指導を行っていた（上

記１⑵認定事実，甲６３の１・２，弁論の全趣旨）。 

    ライフ社は，平成２９年２月，被告から巾木の増産を要請されたとき，外

部から派遣労働者３名を受け入れて増員することを企図したが，巾木工程の

現場から，１週間の教育期間ではかえって足手まといになるとの苦情が出さ25 

れ，最終的に実現しなかった（甲８９，９４）。 
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⑽ 被告が平成２９年３月にライフ社と労働者派遣契約を締結した経緯等 

   ア Ｌ社長は，一方的に，従業員に対する降格，手当の不支給や有給休暇の

取得を承認しないなどの不利益な扱いをし，新入社員が退職すると，その

責を他の従業員に転嫁し，従業員を居酒屋に呼び出して罵声を浴びせ，謝

罪を求めるなどしていた。このため，ライフ社の従業員９名は，平成２７5 

年８月２３日，ライフ社労組を立ち上げ，原告Ｅが執行委員長に就任した。

Ｌ社長は，平成２８年１月，被告から同年２月以降の巾木の増産を要請さ

れたことから，ライフ社の従業員に対し，巾木工程について従前の３交代

制（８時間勤務）から２交代制（１２時間勤務）に応じるよう求め，ライ

フ社労組との間で団体交渉をした。上記交渉過程においてライフ社では三10 

六協定が締結されていないことが判明し，最終的に，平成２８年１月２５

日，ライフ社労組とライフ社との間で三六協定が締結された（前提となる

事実⑹，甲９４～９６）。 

イ Ｌ社長は，平成２９年１月，被告から同年２月以降の巾木の増産を要請

され，その頃，ライフ社労組に対し，三六協定の更新を求めていたが，ラ15 

イフ社労組は，その更新のために団体交渉を求め，Ｌ社長はこれを拒否し

た。ライフ社とライフ社労組との間の三六協定は同年１月２５日をもって

失効し，Ｌ社長は，ライフ社の従業員に対し，時間外労働をしないよう指

示した（甲８９，９４，乙２２）。 

ウ  Ｌ社長は，Ｆ工場長に対し，平成２９年２月６日，増産対応をする旨20 

を述べていたが，同月２２日，増産対応ができないことを謝罪し，同月

限りで本件業務請負契約１を解消する意向を伝え，労働者派遣の形式で

あれば被告が直接ライフ社の従業員に指揮命令でき，三六協定がなくて

も時間外労働が可能になると誤解して，同年３月から労働者派遣として，

ライフ社の従業員に対して直接指示をして増産対応をしてほしい，同年25 

３月中には別の業者に引き継ぎ，同年３月末をもって伊丹工場から撤退
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する意向を伝えた。Ｆ工場長は，Ｌ社長の意志が固く，上記申し出を断

ると巾木の生産に重大な支障を生じるおそれがあると判断し，上記申し

出を受け入れることとした。 

（以上につき，甲８９，９４，乙２２） 

 甲５４（ＬＩＮＥのメール）に関する事実認定の補足説明 5 

甲５４には，平成２９年２月２３日，Ｆ工場長が原告Ｄに対し，①同

年３月末でＬ社長に業務請負契約の打ち切りの話をして辞めてもらうつ

もりであり，３か月後にはライフ社の従業員１９名全員を別の派遣会社

に移籍してもらえるように既に１万人規模の派遣会社に打診しており，

被告で雇用を守る，②賃金も今より下がることがないように年齢経験等10 

考慮して派遣会社を通じて補填させてもらうので，このまま辞めずに残

って移籍の方向で考えてほしいと言った旨の記載がある。 

しかしながら，原告Ｄは，複雑な内容だったので，Ｆ工場長から聞い

た話をそのまま記載したわけではなく，一旦自分で咀嚼した上で原告Ｅ

宛にメールを送信したものである（原告Ｄ本人）。また，原告らは飽く15 

までライフ社の従業員であり，被告がその雇用を守る立場にはなく，被

告としては，同年４月以降に巾木工程及び化成品工程の生産体制が必要

であるのに，３か月後に移籍してもらうというのも不自然である。した

がって，甲５４の内容をそのまま採用することはできない。 

エ Ｌ社長は，平成２９年２月２８日，ライフ社の従業員に対し，平成２８20 

年からの労務問題に端を発し，労使関係を改善すべく再三の努力をしたが，

最終的に被告の生産計画に変更を来すなど多大な迷惑をかけたことから，

被告との間で本件業務請負契約１・２を更新しないこととなり，同年３月

３０日をもって上記各契約が終了することから，同日付けで整理解雇する

旨を通知した。Ｆ工場長は，同年３月１日，ライフ社との間で，派遣先を伊25 

丹工場，業務内容を巾木工程製造作業，派遣期間を同日から同月３０日ま
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でとする労働者派遣個別契約を締結し，ライフ社は，原告Ｄ，同Ｂ，同Ｃ，

同Ａを含む１２名を伊丹工場の巾木工程製造作業に派遣した（前提となる

事実⑷，甲２４の１～５）。 

    人材派遣業を営むシグマ社は，平成２５年１１月，被告との間で労働者

派遣契約を締結し，以降，継続的に伊丹工場に労働者を派遣していた。Ｆ5 

工場長は，シグマ社に連絡をとり，平成２９年４月以降，ライフ社の業務

の引継ぎの可否を尋ねたところ，同年２月２７日，シグマ社のＱ大阪事業

所長から，請負ではなく労働者派遣であれば引継ぎが可能との意向が示さ

れた。シグマ社は，同年３月８日，ライフ社の従業員に対し，入社希望の

案内を交付し，同月２０日に個別面接会を開催する旨を連絡した（甲２５，10 

乙２１，２２，弁論の全趣旨）。  

オ ライフ社労組は，平成２９年３月１６日，被告に対し，①ライフ社の従

業員らの従前の労働条件以上の条件での伊丹工場での就労継続の保障，②

現在就労中のライフ社の従業員を直接雇用することを前提に労働条件の交

渉を行うこと，③労働者派遣法４０条の６に基づき，直接雇用のみなし規15 

定に対応して承諾通知を行っている従業員らについて，直接雇用が成立し

ているものとして扱うこと，④交渉を求めたこと及びライフ社労組に所属

していることを理由に不利益な取扱いをしないことを求め，団体交渉を申

し入れた（甲２７）。 

これに対して，被告は，同月２８日，ライフ社労組に対し，被告がライ20 

フ社の従業員の雇用につき使用者には該当せず，団体交渉を行う立場には

なく，団体交渉開催の申し入れには応じられない旨を回答した（甲２８）。 

シグマ社は，ライフ社の従業員との採用面接を実施し，その後，ライフ

社労組の組合員１６名のうち，原告らを除く１１名がライフ社労組を脱退

し，上記１１名がシグマ社に採用されたが，原告らは採用されなかった。         25 

このため，ライフ社労組は，その後，兵庫県労働委員会に，被告及びシグ
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マ社を被申立人として不当労働行為の救済申立てをしたところ，同委員会

は，平成３１年４月２５日，シグマ社に対し，原告らを平成２９年３月２

０日の面接時に提示した条件で同年４月１日に採用したものと扱うこと等

を命じたが，被告に対する申立てを棄却した（前提となる事実⑹）。 

被告は，シグマ社との間で労働者派遣契約を締結し，同年４月１日以降，5 

巾木工程及び化成品工程について派遣労働者を受け入れている（弁論の全

趣旨）。 

２ 争点１（巾木工程及び化成品工程は，遅くとも平成２９年３月頃には偽装請

負等の状態にあったか）について 

⑴ 基本的な考え方 10 

労働者派遣法２条１号は，「労働者派遣」について，自己の雇用する労働

者を，当該雇用関係の下に，かつ，他人の指揮命令を受けて，当該他人のた

めに労働に従事させることをいい，当該他人に対し当該労働者を当該他人に

雇用させることを約してするものを含まないものとすると定めている。 

一方，請負は，当事者の一方がある仕事を完成することを約し，相手方が15 

その仕事の結果に対して報酬を支払うことを約するものであり（民法６３２

条），請負人に雇用されている労働者に対する指揮命令は請負人にゆだねら

れている。 

そうすると，請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働

者を従事させる事業者について，労働者派遣か請負の区分は，当該事業者に20 

業務遂行，労務管理及び事業運営において注文主からの独立性があるか，す

なわち，①当該事業者が自ら業務の遂行に関する指示等を行っているか，②

当該事業者が自ら労働時間等に関する指示その他の管理を行っているか，③

当該事業者が，服務規律に関する指示等や労働者の配置の決定等を行ってい

るか，④当該事業者が請負により請け負った業務を自らの業務として当該契25 

約の注文主から独立して処理しているかにより区分するのが相当である（職



- 43 - 

 

業安定法施行規則４条１項，労働者派遣事業と請負により行われる事業との

区分に関する基準を定める告示（昭和６１年４月１７日労働省告示第３７号）

参照）。 

⑵ 本件での検討 

ア ライフ社が自ら業務の遂行に関する指示等を行っていたかについて 5 

上記１認定事実によると，① 平成２２年頃まで巾木工程及び化成品工

程では，被告の従業員とライフ社の従業員が混在して作業をする状況にあ

ったが，それ以降，混在状況は解消されたこと，もっとも，巾木工程では，

平成２６年頃まで被告の熟練従業員１名がライフ社の従業員を直接指導す

ることがあったが，当該従業員の配置換えにより，それ以降，被告の従業10 

員がライフ社の従業員を直接指導することはなくなったこと（上記１⑵），

② 平成２８年頃以降，ライフ社の現場責任者として，巾木工程にはＨ常

勤主任が，化成品工程にはＭ主任が配置されていたこと（上記１⑶），③     

平成２８年頃以降，ライフ社の従業員は被告の従業員と同じ作業着を着

用していたが，ヘルメットに緑色のテープが貼られ，被告の従業員とは区15 

分されていたこと（上記１⑷ア），④ 被告は，巾木工程及び化成品工程

に製造依頼書を交付し，巾木工程のＨ常勤主任及び化成品工程のＭ主任が

週間製造日程表を作成することにより受発注を行い，ライフ社の従業員は，

製品製造後，製品及び伝票を作成し，被告からの発注に変更があった場合

には，その旨の書面が発出され，巾木工程及び化成品工程は，これに従っ20 

て品種や数量を変更しており（上記１⑷イ），原材料は被告から供給され

ていたが，その発注はライフ社からなされ，その在庫管理もライフ社にお

いてされていたこと（上記１⑷ウ），⑤ 伊丹工場製造課等と巾木工程及

び化成品工程との日常的な連絡は，巾木工程では伊丹工場巾木工程の名称

のアドレスを，化成品工程ではＭ主任の名称のアドレスを使用し，製造課25 

等とＨ常勤主任及びＭ主任との間でメールの送受信がされており，製造課
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等とライフ社の従業員個人との間でメールの送受信がされることはなかっ

たこと（上記１⑷エ），⑥ Ｇは，巾木工程宛に１週間の工程管理上のト

ラブルや巾木工程の制作状況等をまとめた週報を作成し，上記⑤のアドレ

スに送信し，また，伊丹工場製造課の担当従業員は，巾木工程及び化成品

工程の製造過程における留意点等をまとめた伝達事項を作成していたが，5 

ライフ社の個々の従業員ではなく，Ｈ常勤主任及びＭ主任に交付し，これ

が各作業場の掲示板に掲載され，被告の従業員がライフ社の個別の従業員

に対し，ダイスの分解掃除（この点については後記⑶イ で検討する。）

を除いて個別に業務上の指示をしていたとまではいえないこと（上記１⑷

オ～ク）が認められる。 10 

これらの事実によると，平成２８年頃，被告は機械の保守等を除いてラ

イフ社の個々の従業員に業務遂行上の指示をしておらず，ライフ社は，被

告から独立して業務遂行を行っていたものということができる。 

   イ ライフ社が自ら労働時間等に関する指示その他の管理を行っていたかに

ついて 15 

上記１認定事実によると，① 平成２８年頃以降のライフ社の従業員の

勤怠管理はライフ社が行い，ライフ社の従業員の時間外労働はＬ社長の判

断でなされていたこと（上記１⑸ア），② ライフ社の従業員の勤務評定

はＬ社長が行っていたこと（上記１⑸イ）が認められる。 

これらに事実によると，ライフ社が自ら労働時間等に関する指示その他20 

の管理を行っていたものということができる。 

ウ ライフ社が，服務規律に関する指示等や労働者の配置の決定等を行って

いたかについて 

 上記１認定事実によると，① ライフ社の従業員が事故を惹起した場合

には，ライフ社の現場責任者が被告に対して報告するとともに，当該従業25 

員を指導していたこと（上記１⑹ア），② 被告は，ライフ社の従業員に
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対し，安全講習への出席を求め，工場内の整理整頓を実施する活動への協

力を求められていたが，飽くまで伊丹工場の保安安全に留まり，それを超

えてライフ社の個々の従業員に対する業務遂行上の指示をするようなもの

であることはうかがえないこと（上記１⑹イ），③ 巾木工程のシフト，

その変更や欠員の補充等はライフ社内でなされていたこと（上記１⑹ウ）5 

が認められる。 

これらの事実によると，ライフ社は，その従業員に対し，服務規律に関

する指示をなし，その配置を決めていたものということができる。 

エ ライフ社が請負により請け負った業務を自らの業務として被告から独立

して処理していたかについて 10 

前提となる事実及び上記１認定事実によると，① ライフ社と被告との

間に，資本関係や役員等の人的関係は存しないこと（前提となる事実⑴ア），

② ライフ社の巾木工程及び化成品工程の製品の原材料は，被告が関連会

社の分を含めて一括して購入したものから供給されており，ライフ社と被

告との間で，その価格について交渉等はされず，請負代金とは別に別途清15 

算等はされてなかったこと（上記１⑺ア），③ ライフ社は，被告から現

場事務所を無償で貸与され，巾木工程及び化成品工程の製造ラインを月額

使用料２万円として被告から賃借していたこと（上記１⑺イ），④ 本件

業務請負契約１・２の請負代金は，巾木工程及び化成品工程ともに定額で，

製造した製品の数量や出来高に増減しないものであったが，ライフ社の従20 

業員の労務単価を基礎として算定されたものではなく，製造原価等を考慮

して定められたものであったこと（上記１⑺ウ），⑤ 本件業務請負契約

１・２には，製品に瑕疵があった場合，ライフ社は瑕疵修補の責任を負い，

被告は本件業務請負契約１・２を解除することができる旨の定めがあるが，

被告は，ライフ社に対し，これらの法的責任の履行を求めたことはないが，25 

製品に不具合が生じた場合，ライフ社から被告に対して報告等がされてい
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たこと（上記１⑷ケ，⑻），⑥ ライフ社の従業員は，平成２２年頃まで

被告の従業員と混在状況で作業し，巾木工程は被告の熟練労働者から指導

を受けたことがあったが，ライフ社は，その後，主任を中心に工程内教育・

指導を行い，平成２９年２月，被告から増産要請があった際，巾木工程で

は１週間の教育期間では対応できないことを理由に，外部からの派遣従業5 

員による増員を拒むなど（上記１⑼），巾木工程及び化成品工程は，従前

蓄積されたノウハウ等を有するライフ社の一部門というべき存在で，自ら

社内教育をしていたことが認められる。 

 これらの事実によると，ライフ社は，被告から請負契約により請け負っ

た業務を自らの業務として被告から独立して処理していたものということ10 

ができる。 

オ 被告が平成２９年３月にライフ社と労働者派遣契約を締結した経緯等 

  上記１⑽認定事実によると，平成２９年３月，被告とライフ社との間で

巾木工程について労働者派遣契約が締結されたが，これは，ライフ社とラ

イフ社労組との三六協定が更新されずに同年１月に失効したことにより，15 

ライフ社は，それ以前に被告から求められた巾木工程の増産に対応できな

いことから，被告に対し，本件業務請負契約１・２を解消したい旨を申し

出，同年３月を乗り切る窮余の策として，Ｌ社長は労働者派遣契約に切り

替えれば三六協定がなくても増産に対応できると誤解して，同月に限り労

働者派遣契約に切り替えることを提案し，被告もこれを了解したものとい20 

うことができるのであり，被告が，ライフ社との間の従前の業務請負の実

態を糊塗するために労働者派遣契約を締結したものとはいえない。 

カ 小括 

以上の事情を総合考慮すると，巾木工程及び化成品工程は，遅くとも平

成２９年３月頃には偽装請負等の状態にあったとまではいうことはできな25 

いというべきである。 
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⑶ 上記で説示した以外の原告らの主要な主張の検討 

ア 受発注，納品，受発注の変更及び原材料の在庫管理等について 

  原告らは，ライフ社は，巾木工程及び化成品工程ともに「週間製造日程

表」を作成し，伊丹工場生産管理部に提出していたが，これは，被告から

示された製造依頼書の順番を入れ替えるだけであり，巾木工程では，ライ5 

フ社が一旦提出した上記日程表にはＧの確認が必要で，Ｇから一方的に修

正されることがあり，受発注の変更も被告から一方的に書類が送付される

だけであり，独自の納品手続はなく，巾木工程及び化成品工程は，伊丹工

場に組み込まれ，被告の指揮命令下に置かれていた旨主張する。 

しかしながら，上記１⑷イ認定のとおり，被告からライフ社に製造依頼10 

書を発出し，これを踏まえてライフ社において週間製造日程表を作成し，

変更がある場合にも被告から別途書面が発出され，納品手続もライフ社が

必要な情報を入力して伝票等を作成しており，被告とライフ社との間の受

発注や納品手続が形骸化していたということができないし，これらの手続

は，注文主と請負人との間のやり取りとして不自然，不合理なものとはい15 

えない。また，甲６８によると，平成２９年２月１６日，Ｇが，同月２０

日から同月２４日までの巾木工程週間製造日程表の一部を修正したことが

認められるが，上記１⑽認定のとおり，その当時，ライフ社とライフ社労

組との間で三六協定の締結を巡り軋轢が生じていた状況下で，被告はライ

フ社に対して増産対応を要請しており，被告の製造依頼書と巾木工程週間20 

製造日程表の一部に齟齬が生じ，Ｇがこれを修正した可能性が考えられる

のであり，Ｇのメールの送付先は，Ｈ常勤主任であって，ライフ社の個々

の従業員ではないことも併せ考慮すると，上記⑵アの評価を左右しない。 

また，原告らは，巾木工程及び化成品工程ともに，ライフ社が被告から

独立して原材料の調達，管理を行っておらず，被告がこれを行っていた旨25 

主張する。しかしながら，上記１⑷ウ認定のとおり，ライフ社は，巾木工
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程及び化成品工程が週間製造日程表を作成するときに，被告に対し，原材

料を発注していたのであり，また，在庫についても，被告のシステムを利

用するものの，ライフ社が在庫表を作成し，これを被告の従業員に交付し

て精査されていたというのであるから，ライフ社が，被告から独立して原

材料の調達，管理を行っていなかったということはできない。 5 

イ 被告からのメールや伝達事項等 

 原告らは，被告の従業員がライフ社の従業員に対し，メールや伝達事

項により，直接業務上の指示をしていた旨主張する。 

 しかしながら，上記１⑷エオカ認定のとおり，被告の従業員からのメ

ールはライフ社の現場責任者宛になされており，ライフ社の個々の従業10 

員宛にされていたものではない。また，伝達事項も，被告の従業員から，

現場責任者に交付され，現場責任者を通じてライフ社の従業員に周知さ

れることを予定したものであるから，直接ライフ社の個々の従業員に対

して業務上の指示がなされたものとはいえない。 

 さらに，上記メールや伝達事項等の内容について検討する。① 品質15 

管理課メール（甲１０の２）は，巾木工程，化成品工程ともに「未確認」

とだけ記載されているメールが多数存在し，巾木工程では，巻き取り位

置からの外観確認，検査モード確認，サンプル採取状況確認のメールが

多く，化成品工程では，ラベル貼り状況確認，中間粘度確認のメールが

多い。これらのメールの内容は，発注した製品の品質管理の観点から，20 

注文主が請負人の仕事の成果について，様々な観点から確認しているも

のと評価することができ，被告が，Ｈ常勤主任及びＭ主任を通じて，ラ

イフ社の個々の従業員に対して業務上の指示を出していると評価できる

内容ではない。② 巾木メール（甲１０の１）は，Ｈ常勤主任が，伊丹

工場製造課に対し，前日（及び前々日）の巾木の製造状況（順調か否か，25 

品種・ラインの交替，機械設備の異常の有無，部品交換の要否等）を報
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告するものであって，請負人から注文主に対する仕事の進捗状況等の報

告として是認できるし，被告からライフ社の個々の従業員に対する業務

上の指示があったことをうかがわせる記載はない。③ 伝達事項（甲１

２，１３の１～５，３２，３４，４０～４２，６２，７７）は，巾木工

程については，Ｈ常勤主任がＧから交付されていた文書であり（上記１5 

⑷カ認定事実），その内容は，物性検証のための配合試験への協力依頼

など製品の改良を目指すもの，ワイド巾木の速度を含めた加工条件の見

直し依頼など増産を目指すもの，クレームを受けて情報体制（検査体制）

の見直し依頼など品質に関するものなど多岐にわたるが，いずれも，被

告が注文主の立場として，製品の性能やその改良，生産速度や検査体制10 

について請負人に意見をしたり依頼をしているものである。化成品工程

については，Ｍ主任がＫから交付されていた文書であるが（上記１⑷カ

認定事実），接着剤の混練装置が異常停止した場合の措置を伝達するも

のであり，被告が注文主の立場として，製品のクレーム対策の措置を連

絡しているものである。いずれの工程においても，被告がＨ常勤主任及15 

びＭ主任を通じて，ライフ社の個々の従業員に対して業務上の指示を出

していると評価できる内容ではない。④ 連絡ノート（甲３１の１・２，

３２～３５）のうち，Ｈ常勤主任からライフ社の従業員に宛てられた部

分は，社内の業務連絡であって何ら問題がない。Ｈ常勤主任からＧに宛

てられた部分については，後記 のダイスの分解掃除に関する報告であ20 

り，Ｇからライフ社の従業員に宛てられた部分については，個別的指示

が問題になり得るのは，後記 のダイスの分解掃除に関する部分のみで

ある。 

 証拠（甲３１の１・２，９２，原告Ｄ本人）によると，ダイスは月に

１回程度分解して掃除しないと，製品不良の原因となるものであり，そ25 

の技術を有するライフ社の従業員は原告Ｄしかおらず，少なくとも平成
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２７年１０月１６日，Ｇが，Ｈ常勤主任を介さずに，直接原告Ｄに対し，

ダイスの分解掃除ができないかを打診したことが認められる。 

しかしながら，これは，Ｇが，同日，巾木工程宛の伝達事項（甲３２）

において，リップ出周辺の不良に起因するクレームが発生したことから，

作業内容を追加し（これ自体は注文主が請負人に対して作業上の注意を5 

促すものである。），これを受けて，連絡ノート（甲３１の１・２）に

おいて，早急にダイスの分解掃除が必要であるとの認識を示し，巾木工

程でダイス分解の技術を有するのは原告Ｄしかいなかったことから，原

告Ｄに対し，ダイスの分解掃除の対応を打診したものであり，明示的に

業務を命じたものとまではいうことはできない（現に，原告Ｄは，来週10 

以降にしてほしいとして，Ｇからの打診を断っている。）。 

この点を措くとしても，ダイスが被告からライフ社への貸与設備であ

って（乙２４），被告がそのメンテナンスに関心を持つのが当然である

ことに加えて，Ｇが原告Ｄに対し，日常的にダイスの分解作業等をする

よう指示をしていたことを認めるに足りる的確な証拠はないから，上記15 

⑵アの評価を左右しない。 

   また，巾木工程では，１か月に１回程度，リップ会議が開かれ，巾木

工程から３班のうちの１班が交代で出席し，被告から常時Ｇが出席して

議事録を作成し，伊丹工場品質管理課のＩ係長及びＰ係長も出席したこ

とがあり，リップのメンテナンス等や製品のクレーム等について被告か20 

ら説明や指示がされたことが認められる（甲１４，７６，７８，８９，

原告Ａ本人）。 

しかしながら，リップは被告からライフ社への貸与設備であるから（乙

２４），被告が巾木工程との間で，リップのメンテナンス等について協

議をする場を設け，そこで指示をしたとしても，機械の貸与に付随する25 

ものとみることができるから，上記⑵アの評価を左右しない。 
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ウ 労働時間の管理等 

原告らは，ライフ社は，被告が以前使用していた被告の社名入りのタイ

ムカードを使用していた，化成品工程で原告Ｅらが休暇を取得する際，伊

丹工場製造課のＪ係長に連絡し，ライフ社からＭＶ工程に派遣されている

派遣労働者の応援を得たおり，ライフ社は独自に配置を決定できないなど，5 

自ら労働時間の管理等を行っていなかった旨主張する。 

しかしながら，上記１⑸ア認定のとおり，平成２８年頃，勤怠管理の方

法は被告とライフ社では異なり，ライフ社が以前に被告が使用していたタ

イムカードを使用していたとしても，勤怠管理は別々になされているとい

わざるを得ない。また，上記労働者の派遣先はＭＶ工程と定められていた10 

と推認できるところ，ライフ社の独断で派遣先を変更できないことは当然

であり，派遣労働者の受入側である被告の了解を得る必要がある。 

したがって，上記⑵イの評価を左右しない。 

エ 安全確保等に関する指示等 

 上記１⑹イ認定のとおり，被告は，平成２８年６月，伊丹工場の各工程15 

のほか，各課に対し，同年８月３１日及び同年９月７日実施の安全講習に

ライフ社の従業員にも出席を求め，また，伊丹工場で実施されていた整理

整頓活動を他の工程とともに巾木工程及び化成品工程にも求めていたこと

が認められる。    

しかしながら，労働安全衛生法２９条は，元方事業者に対し，関係請負20 

人及び関係請負人の労働者が安全関連法規に違反しないように指導すべき

義務を課しており，原告らを含むライフ社の従業員の安全講習への参加は

その一環であるといえるし，また，整理整頓活動も同様に作業場の安全に

関するものといえる。 

したがって，被告がライフ社の従業員に対し，上記のような対応を求め25 

たからといって，当然にライフ社の個々の従業員に対し，業務遂行の指示
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をしたということはできないというべきである。 

   オ 被告がライフ社との間で労働者派遣契約を締結した経緯等 

     原告らは，ライフ社は，平成２９年３月，被告との間で巾木工程につい

て労働者派遣契約を締結し，原告らを派遣労働者として巾木工程に派遣し，

請負形態から労働者派遣形態に契約が変更されたが，その業務実態に何ら5 

変更がなく，被告は実質的にライフ社の人事権を有していたから，労働者

派遣契約の締結までも偽装請負であった旨主張する。 

     しかしながら，Ｇは，ライフ社と被告との間で労働者派遣契約を締結し

た平成２９年３月１日以降のシフトを確認するメールを送っており（甲４

７），証拠上，Ｇが同日より前のライフ社のシフトを確認するなどしたこ10 

とは証拠上うかがえないことからすると，上記労働者派遣契約締結の前後

で，被告の対応が変わったということができる。そして，上記１⑽認定事

実によると，平成２９年３月１日，ライフ社は被告との間で労働者派遣契

約を締結し，原告らを巾木工程に派遣していたが，上記労働者派遣契約締

結の前後でライフ社の作業担当者は同一であるから，巾木工程の業務実態15 

が著変しなかったとしても，何ら不合理ではない。また，被告が実質的に

ライフ社の人事権を有していたことを認めるに足りる証拠はない。 

したがって，原告らの上記主張は採用できない。 

 ⑷ 小括 

    以上より，巾木工程及び化成品工程は，平成２９年３月頃には偽装請負等20 

の状態にあったということはできない。 

第４ 結語 

 以上より，原告らの請求は，その余の点について判断するまでもなく理由が

ないから棄却することとし，訴訟費用の負担について民訴法６１条を適用し，

主文のとおり判決する。 25 
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別紙１   労働契約一覧 

 

１ 原告Ａ           

  雇用期間  平成２９年４月１日～３０年３月３１日（更新あり） 

  賃  金  月額 基本給２４万円  能力手当１万２０００円 5 

主任手当５０００円 

  仕事内容  巾木工程製造作業 

  就労時間  ７時～１５時，１５時～２３時，２３時～７時（休憩４５分） 

２ 原告Ｂ           

  雇用期間  平成２９年４月１日～３０年３月３１日（更新あり） 10 

  賃  金  月額 基本給２４万円  能力手当２万２０００円 

  仕事内容  巾木工程製造作業 

  就労時間  ７時～１５時，１５時～２３時，２３時～７時（休憩４５分） 

３ 原告Ｃ           

  雇用期間  平成２９年４月１日～３０年３月３１日（更新あり） 15 

  賃  金  月額 基本給２４万円  能力手当３０００円 

主任補手当２０００円 

  仕事内容  巾木工程製造作業 

  就労時間  ７時～１５時，１５時～２３時，２３時～７時（休憩４５分） 

４ 原告Ｄ           20 

  雇用期間  平成２９年４月１日～３０年３月３１日（更新あり） 

  賃  金  月額 基本給２４万円  能力手当２万５５００円 

  仕事内容  巾木工程製造作業 

  就労時間  ７時～１５時，１５時～２３時，２３時～７時（休憩４５分） 

 25 

 



- 55 - 

 

５ 原告Ｅ           

  雇用期間  平成２９年４月１日～３０年３月３１日（更新あり） 

  賃  金  月額 基本給２４万円 能力手当２万５０００円 

  仕事内容  化成品の製造その他付随作業 

  就労時間  ８時～１６時３０分 5 

                                以上 
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別紙２  業務請負契約 

 

２条 業務請負 

１項 被告はライフ社に対して巾木製造・加工の業務を請け負わせ，ライフ社は

これを請け負うものとする。 5 

２項 業務請負は原則として，被告の指定する被告の事業所内の一区画（以下「構

内作業所」という。）において遂行するものとする。 

３項 被告はライフ社に対して自己の業務計画に基づき注文書，納品指示書など

によって納入期日，完了期間及び納入場所を指定する。ライフ社は，これを

確認し，生産計画を調整し，納期，完了期日を厳守する。 10 

４項 被告は事業運営上特に必要と認めた場所，請負業務の数量，納期，仕様を

変更することができる。 

４条 遂行責任者 

   ライフ社は被告より請け負った業務の遂行に当たり，工程・品質・安全を管

理・指揮・監督するために必要な能力，人格，経験を有する遂行責任者を任命15 

し，被告に届け出た上で，構内作業所に常駐させなければならない。 

５条 材料 

１項 ライフ社の材料調達方法は被告からの支給又はライフ社の材料持ちとする。 

 ２項 被告からの材料支給は無償又は有償の二種類とし，有償支給の時の引渡し

価格は被告が定める。 20 

 ３項 無償支給の場合の材料の所有権は，被告に存するものとし，有償支給の場

合の材料の所有権は材料費の決済のあったときにライフ社に移転するものと

する。 

６条 機械設備，治工具 



- 57 - 

 

１項 ライフ社が請負業務を遂行するに当たって必要な機械，設備，治工具等は，

ライフ社がこれを調達し，被告の許可を得た上で，構内作業所に持ち込むも

のとする。 

２項 被告がライフ社に対して機械，設備等を貸与する場合は，別に定めた機械

設備賃貸借契約書によるものとする。 5 

８条 納品，検査，検収 

３項 納品及び業務完了の検査は，被告・ライフ社の協議の上定めた検査基準に

基づいて行う。 

４項 前項の検査合格をもって，被告の検収があったものとする。 

５項 万が一，ライフ社が被告に引き渡した請負業務に瑕疵があったときは，ラ10 

イフ社は自らの責任と費用負担とをもって被告の指定する期日までに，これ

を修復するものとする。 

９条 代金の支払 

１項 被告は，毎月末日を納入締切日とし，検収した業務請負料を翌月末日ライ

フ社の指定する銀行に振り込み，その支払を行う。 15 

２項 被告のライフ社に対する有償支給材料，機械設備使用料，その他ライフ社

から支払を受けるべき金銭については，毎月末日を締切日とし，翌月末日に

支払うべき業務請負料と相殺する。 

１１条 法令等の遵守 

２項 ライフ社は安全衛生責任者を選任し，被告に届け出た上で構内作業所に常20 

駐させなければならない。 

１２条 非常時の協力義務 

    被告の事業所又はライフ社の構内作業所において業務遂行中に，火災等の

非常事態が発生したときは，被告，ライフ社は協力して製品，機械，資料等

の損害を最低限に止めるよう協力しなければならない。 25 

１５条 契約の解除 
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    ライフ社において次の各号の一に該当する理由が生じた場合，被告は契約

の全部又は一部を解除することができる。 

  ⑵ 被告の要求する品質検査基準に適合しないとき  

１６条 報告，通知 

１項 ライフ社は請負業務に関連してライフ社の責任で処理すべき事項であって5 

も，被告が了知することが相当と認められた場合及びその責任の一部が被告

に及ぶおそれがある場合，遅滞なく被告に通知しなければならない。 

２項 ライフ社は被告の指示する業務上必要な資料及び報告書等を指定の期日ま

でに提出若しくは報告しなければならない。 

１７条 契約期間 10 

本契約の有効期間は，平成１１年４月１日から平成１２年３月３１日まで

の１か年とする。ただし，期間満了の１か月前までに被告又はライフ社のい

ずれか一方より別段の申し入れがない場合，本契約は更に１年間自動的に延

長されるものとし，以後この例によるものとする。 

 15 

                                   以上 
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別紙３ 平成２９年３月頃までの労働契約一覧 

１ 原告Ａ 

採用区分 契約社員 

雇用期間 平成２７年１２月１６日～平成２８年４月１５日 

     ただし，平成２８年４月１５日に更新 5 

就労場所 伊丹工場巾木工程 

仕事内容 一般検査及び付帯作業 

就労時間 ７時～１５時，１５時～２３時，２３時～７時（休憩４５分） 

賃  金 基本給２３万円，役職手当５０００円 

更新の有無 更新することがあり得る。 10 

契約の更新は次により判断する。 

① 契約期間満了の業務量 ② 勤務成績，態度，能力 ③会社の経営状態 

２ 原告Ｂ 

採用区分 契約社員 

雇用期間 平成２７年１２月１６日～平成２８年４月１５日 15 

     ただし，平成２８年４月１５日に更新 

就労場所 伊丹工場巾木工程 

仕事内容 一般検査及び付帯作業 

就労時間 ７時～１５時，１５時～２３時，２３時～７時（休憩４５分） 

賃  金 基本給２３万円 20 

更新の有無 更新することがあり得る。 

契約の更新は次により判断する。 

① 契約期間満了の業務量 ② 勤務成績，態度，能力 ③会社の経営状態 

３ 原告Ｃ 

採用区分 契約社員 25 

雇用期間 平成２７年１２月１６日～平成２８年４月１５日 
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     ただし，平成２８年４月１５日に更新 

就労場所 伊丹工場巾木工程 

仕事内容 一般検査及び付帯作業 

就労時間 ７時～１５時，１５時～２３時，２３時～７時（休憩４５分） 

賃  金 基本給２３万円，能力手当７５０円，役職手当２０００円 5 

更新の有無 更新することがあり得る。 

契約の更新は次により判断する。 

① 契約期間満了の業務量 ② 勤務成績，態度，能力 ③会社の経営状態 

４ 原告Ｄ 

採用区分 契約社員 10 

雇用期間 平成２７年１２月１６日～平成２８年４月１５日 

     ただし，平成２８年４月１５日に更新 

就労場所 伊丹工場巾木工程 

仕事内容 一般検査及び付帯作業 

就労時間 ７時～１５時，１５時～２３時，２３時～７時（休憩４５分） 15 

賃  金 基本給２３万円，能力手当１万２０００円 

更新の有無 更新することがあり得る。 

契約の更新は次により判断する。 

① 契約期間満了の業務量 ② 勤務成績，態度，能力 ③会社の経営状態 

５ 原告Ｅ 20 

  採用区分 契約社員 

雇用期間 平成２７年１２月１６日～平成２８年４月１５日 

       ただし，平成２８年４月１５日に更新 

就労場所 伊丹工場化成品工程 

仕事内容 一般検査及び付帯作業 25 

就労時間 ８時３０分～１６時３０分（休憩４５分） 
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賃  金 基本給２３万円，能力手当１万２０００円 

更新の有無 更新することがあり得る。 

契約の更新は次により判断する。 

① 契約期間満了の業務量 ② 勤務成績，態度，能力 ③会社の経営状態 

        5 


